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一　

は
じ
め
に

二　

英
国
に
お
け
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
の
動
き

三　

新
し
い
英
国
Ｃ
Ｇ
コ
ー
ド
の
概
要

四　
「
コ
ン
プ
ラ
イ
・
オ
ア
・
エ
ク
ス
プ
レ
イ
ン
」
原
則
（com

ply or explain

）
と
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
の
確
保

五　

結
び
に
代
え
て
〜
英
国
の
改
革
の
動
き
と
わ
が
国
の
改
革
の
今
後
の
方
向
性

一　

は
じ
め
に

　

わ
が
国
に
お
け
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
め
ぐ
る
改
革
の
近
年
の
主
な
動
き
と
し
て
は
、平
成
二
六
年
の
ス
チ
ュ
ー
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー

ド
の
策
定
、
会
社
法
の
改
正
、
平
成
二
七
年
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
策
定
後
、
経
済
産
業
省
に
よ
るC

G
S

研
究
会
（
コ
ー
ポ
レ
ー

一
ノ
澤　
　

直　

人

英
国
に
お
け
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
と
Ｃ
Ｇ
コ
ー
ド
の
改
訂

　
　
　
　

│
わ
が
国
の
今
後
の
会
社
法
制
改
革
へ
の
示
唆
を
求
め
て
│
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ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
シ
ス
テ
ム
研
究
会
、
座
長
・
神
田
秀
樹
学
習
院
大
学
法
務
研
究
科
教
授
）
に
よ
り
「C

G
S

研
究
会
報
告
書
〜
実
効
的
な
ガ
バ

ナ
ン
ス
体
制
の
構
築
・
運
用
の
手
引
〜
」
と
し
て
報
告
書
が
取
り
ま
と
め
ら
れ

）
1
（

、
こ
の
報
告
書
を
基
礎
と
し
て
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
法
務
省
お

よ
び
金
融
庁
が
参
加
し
た
経
済
産
業
省
に
よ
る
実
務
指
針
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
実
務
指
針
」
が
策
定
・
公
表
さ

れ
て
い
る

）
2
（

。
さ
ら
に
、
平
成
二
九
年
金
融
庁
に
よ
る
「
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
に
関
す
る
有
識
者
検
討
会
」（
座
長
・
神
作
裕
之
東
京
大

学
大
学
院
法
学
政
治
学
研
究
科
教
授
）
に
お
い
て
、「『
責
任
あ
る
機
関
投
資
家
』
の
諸
原
則
《
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
》
の
改
訂

が
な
さ
れ

）
3
（

、
金
融
庁
と
東
京
証
券
取
引
所
に
よ
る
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
お
よ
び
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ

プ
会
議
を
経
て
、
平
成
三
〇
年
六
月
一
日
に
、
東
京
証
券
取
引
所
な
ど
に
よ
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
改
訂
が
な
さ
れ
て
い
る

）
4
（

。

　

会
社
法
の
見
直
し
に
つ
い
て
も
、
商
事
法
務
研
究
会
に
よ
る
会
社
法
研
究
会
（
座
長
・
神
田
秀
樹
学
習
院
大
学
教
授
）
が
平
成
二
九
年
三
月
に
、

『
会
社
法
研
究
会
報
告
書
』
を
と
り
ま
と
め

）
5
（

、
そ
の
後
、
法
制
審
議
会
の
会
社
法
制
（
企
業
統
治
等
関
係
）
部
会
（
部
会
長
・
神
田
秀
樹
学
習
院
大

学
法
科
大
学
院
教
授
）
に
お
け
る
平
成
三
〇
年
二
月
一
四
日
の
「
会
社
法
制
（
企
業
統
治
等
関
係
）
の
見
直
し
に
関
す
る
中
間
試
案
」
を
経
て

）
6
（

、
平

成
三
一
年
一
月
一
六
日
、
株
主
総
会
資
料
の
電
子
提
供
制
度
、
社
外
取
締
役
を
置
く
こ
と
の
義
務
付
け
な
ど
の
内
容
を
含
む
「
会
社
法
制
（
企
業
統

治
等
関
係
）
の
見
直
し
に
関
す
る
要
綱
案
」
が
決
定
さ
れ
て
い
る

）
7
（

。

　

こ
の
よ
う
な
、
わ
が
国
に
お
け
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
の
動
き
と
前
後
し
て
、
英
国
に
お
け
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
わ

る
改
革
が
進
め
ら
れ
て
い
た
。
本
稿
は
、
英
国
に
お
け
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
に
お
い
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
な
ど
の
ビ
ジ
ネ
ス
環
境
の

変
化
の
中
で
、
企
業
の
長
期
的
成
長
を
支
え
、
取
締
役
会
の
決
定
の
合
理
性
を
担
保
し
、
従
業
員
を
含
め
た
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
や
社
会
全
体
の
利

益
と
の
調
和
を
は
か
る
た
め
、
ど
の
よ
う
な
検
討
が
な
さ
れ
た
か
、
そ
の
概
要
を
概
観
し
、
今
後
の
わ
が
国
に
お
け
る
会
社
法
や
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
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バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
を
含
め
た
会
社
法
制
の
方
向
性
に
つ
い
て
、
一
定
の
示
唆
を
得
ら
れ
な
い
か
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

二　

英
国
に
お
け
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
の
動
き

　

近
年
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
は
、
二
〇
一
六
年
英
国
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
（
以
下
英
国
Ｃ
Ｇ
コ
ー
ド
）
が
示
し
た

ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
意
義
に
つ
い
て
の
記
述
か
ら
始
ま
っ
た
と
さ
れ
る

）
8
（

。
そ
れ
は
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
目
的
が
会
社
の
長
期
的
成

功
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
実
効
性
の
あ
る
、
企
業
家
的
、
賢
明
な
経
営
を
促
進
す
る
こ
と
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が

）
9
（

、
近
年
の
改
革

は
）
10
（

、
単
純
に
上
場
企
業
の
長
期
的
成
功
に
と
ど
ま
ら
ず
、
よ
り
多
く
の
目
的
と
範
囲
を
カ
バ
ー
し
て
き
て
い
る
。
経
営
者
報
酬
の
改
革
は
、
会
社
の

実
効
性
の
あ
る
経
営
と
同
様
に
（
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
）
社
会
正
義
の
懸
念
か
ら
生
じ
て
い
る

）
11
（

。
こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
、
二
〇
一
六
年
七
月
の

T
heresa M

ay

首
相
に
よ
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
と
経
営
者
報
酬
の
提
案
が
な
さ
れ
）
12
（

、
二
〇
一
六
年
一
一
月
に
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ

ン
ス
の
諮
問
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
諮
問
の
内
容
は
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
三
分
野
に
お
け
る
改
革
で
あ
っ
た
。
そ
の
課
題
は
、
経
営
者

報
酬
、
従
業
員
や
他
の
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
声
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
、
さ
ら
に
大
規
模
な
私
会
社
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
で
あ
っ
た

）
13
（

。
諮
問
に
次
い
で
、

二
〇
一
七
年
八
月
二
九
日
に
政
府
は
、
諮
問
へ
の
政
府
の
結
論
を
公
表
し
た

）
14
（

。
三
つ
の
分
野
に
お
け
る
八
項
目
の
改
革
と
報
告
書
に
お
い
て
新
た
に

F
R

C

（
英
国
財
務
報
告
評
議
会
）
の
権
限
に
関
す
る
提
案
も
あ
っ
た
。
こ
の
九
項
目
の
改
革
は
複
数
の
方
法
を
組
み
合
わ
せ
て
進
め
ら
れ
た
）
15
（

。
政
府

は
立
法
的
措
置
を
避
け
る
目
的
の
た
め
そ
の
一
般
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
述
べ
て
い
る

）
16
（

。
こ
れ
ら
の
方
法
は
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
強
化
す
る

立
法
に
よ
ら
な
い
手
段
で
の
英
国
型
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
則
し
て
お
り
、
可
能
な
限
りF

R
C

な
ど
の
コ
ー
ド
に
よ
る
方
法
と
産
業
界
の
主
導
に
よ
る

自
主
規
制
に
よ
る
方
法
で
あ
り
、
必
要
な
場
合
に
立
法
に
よ
る
と
さ
れ
た

）
17
（

。
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こ
れ
ら
の
動
き
に
前
後
し
て
、
二
〇
一
七
年
二
月
にF

R
C

は
英
国
Ｃ
Ｇ
コ
ー
ド
の
包
括
的
な
見
直
し
を
決
定
し
た
が
）
18
（

、
そ
れ
は
、
コ
ー
ポ
レ
ー

ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
のG

reen P
aper

に
対
す
る
諸
問
題
に
回
答
を
す
る
た
め
だ
け
で
な
く
）
19
（

、
コ
ー
ド
が
現
在
二
五
年
を
経
過
し
た
こ
と
で
）
20
（

内
包
す

る
様
々
の
理
由
の
た
め
で
も
あ
っ
た

）
21
（

。F
R

C

は
、
コ
ー
ド
の
改
訂
草
案
を
含
ん
で
二
〇
一
七
年
一
二
月
に
検
討
を
締
め
く
く
っ
た
）
22
（

。
二
〇
一
八
年

七
月
に
新
し
い
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
（
以
下
、「
二
〇
一
八
年
英
国
Ｃ
Ｇ
コ
ー
ド
」
と
す
る
。）
が
成
立
し
た

）
23
（

。

　

改
訂
さ
れ
た
同
コ
ー
ド
は
、
同
コ
ー
ド
の
原
則
を
鮮
明
に
す
る
た
め
、
同
コ
ー
ド
に
お
い
て
数
年
に
わ
た
っ
て
追
加
さ
れ
て
き
た
細
目
を
削
除
し
、

F
R

C

が
コ
ー
ド
を
支
え
る
た
め
に
示
し
て
い
る
取
締
役
会
指
針
に
移
す
こ
と
で
あ
っ
た
）
24
（

。
英
国
Ｃ
Ｇ
コ
ー
ド
は
、以
前
は
主
原
則
、補
充
原
則
、コ
ー

ド
条
項
か
ら
な
り
、
そ
し
て
、
コ
ー
ド
条
項
は
、
時
間
の
経
過
と
と
も
に
、
過
度
に
規
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、 

重
す
ぎ
る
構
造
の
も
の
と
な
っ
て

い
た
。
こ
の
改
訂
に
よ
り
、
コ
ー
ド
の
核
心
と
し
て
の
原
則
（P

rinciple

）
と
追
加
的
な
条
項
（P

rovision

）
に
再
構
成
さ
れ
た
。
そ
の
目
的
を
会

社
、
取
締
役
と
株
主
の
関
係
に
、
重
点
を
お
い
た
規
律
に
限
定
す
る
と
と
も
に
各
会
社
の
個
別
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
求
め

）
25
（

た
）
26
（

。

　

立
法
的
な
改
革
と
し
て
は
、
二
〇
一
八
年
七
月
に
二
次
法
（secondary legislation

）
が
成
立
し
、「
二
〇
一
八
年
（
多
様
な
報
告
に
関
す
る
）

会
社
法
規
則
」
が
定
め
ら
れ
て
い
る

）
27
（

。
①
同
規
則
で
は
、
大
規
模
会
社
に
二
〇
〇
六
年
会
社
法
の
一
七
二
条
（
１
）（
a
）
か
ら
（
f
）﹇
会
社
の

成
功
の
促
進
に
関
す
る
義
務
﹈
に

）
28
（

取
締
役
が
配
慮
し
た
か
否
か
を
、
戦
略
報
告
（Strategic report

）
の
記
載
に
含
め
る
こ
と
、
②
英
国
従
業
員

二
五
〇
名
以
上
の
会
社
は
、
取
締
役
が
従
業
員
と
の
合
意
を
ど
の
よ
う
に
な
し
た
の
か
、
従
業
員
利
益
に
配
慮
し
た
か
、
お
よ
び
そ
の
配
慮
の
効
果

を
当
該
会
計
年
度
に
お
け
る
会
社
に
よ
る
原
則
に
つ
い
て
の
決
定
を
含
め
て
、
要
約
し
て
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
に
含
め
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
、

③
大
規
模
会
社
は
、
取
締
役
報
告
に
お
い
て
、
供
給
者
、
顧
客
、
そ
の
他
の
者
と
の
会
社
の
事
業
関
係
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
配
慮
し

た
か
ど
う
か
、
お
よ
び
そ
の
配
慮
の
効
果
を
、
当
該
会
計
年
度
に
な
さ
れ
た
会
社
の
主
要
な
決
定
を
含
め
て
、
記
載
す
る
こ
と
、
④
非
常
に
大
規
模
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な
私
会
社
と
公
開
非
上
場
会
社
は
、
取
締
役
報
告
の
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
に
お
い
て
、
英
国
Ｃ
Ｇ
コ
ー
ド
を
ど
の
よ
う
に
適
用
し
た
か
、
会
社
が
コ
ー

ド
の
見
地
か
ら
乖
離
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
に
し
た
こ
と
と
そ
の
理
由
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
会
社
が
英
国
Ｃ
Ｇ
コ
ー

ド
を
適
用
し
な
い
場
合
は
、
そ
の
理
由
お
よ
び
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
た
め
に
ど
の
よ
う
な
対
処
を
し
た
の
か
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

　

ま
た
、
⑤
英
国
に
お
け
る
従
業
員
二
五
〇
名
以
上
の
上
場
会
社
は
、
取
締
役
報
酬
報
告
（directors' rem

uneration report

）
に
お
い
て
、
会

社
の
最
高
経
営
責
任
者
（C

E
O

）
の
報
酬
総
額
と
会
社
従
業
員
の
常
勤
相
当
（F

T
E

）
報
酬
平
均
と
の
割
合
、
こ
れ
と
並
ん
で
、
会
社
は
年
々
の
こ

の
割
合
の
変
化
の
理
由
、
こ
の
割
合
が
、
従
業
員
給
与
、
報
償
（rew

ard

）、
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
ョ
ン
の
会
社
の
よ
り
広
範
囲
な
方
針
と
矛
盾
し
て
い

な
い
と
会
社
が
信
じ
る
か
ど
う
か
、
そ
の
理
由
を
含
む
情
報
を
補
っ
て
公
表
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
、
⑥
全
て
の
上
場
会
社
は
、
取
締
役
報
酬
報
告
の

中
の
取
締
役
報
酬
方
針
に
お
い
て
、
将
来
の
株
価
上
昇
が
経
営
者
報
酬
（
エ
ク
ゼ
ク
テ
ィ
ブ
ペ
イ
）
の
成
果
に
影
響
を
与
え
て
い
る
か
を
説
明
す
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
、
ま
た
会
社
は
、
取
締
役
報
酬
報
告
に
お
い
て
、
相
当
の
業
績
期
間
の
間
に
株
式
価
格
の
評
価
あ
る
い
は
下
落
の
点
を
報
告
す
る

こ
と
で
、
実
行
さ
れ
た
取
締
役
報
酬
の
成
果
の
裁
量
判
断
（discretion

）
を
要
約
す
る
こ
と
が
求
め
ら
）
29
（

れ
）
30
（

る
）
31
（

。

　

さ
ら
に
、F

R
C

は
、
二
〇
一
八
年
一
月
一
三
日
に
大
規
模
私
会
社
の
た
め
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
諸
原
則
に
関
す
る
諮
問
を
公
表
し
、

二
〇
一
八
年
一
二
月
一
〇
日
に
、『W

ates 

大
規
模
私
会
社
の
た
め
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
諸
原
則
』
を
公
表
し
）
32
（

た
）
33
（

。

　

さ
ら
に
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
問
題
に
関
し
て
は
、
二
五
〇
名
以
上
の
従
業
員
の
英
国
内
の
雇
用
者
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
よ
る
給
与
格
差
の
年
ご
と
に
自

己
お
よ
び
政
府
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
の
公
表
が
二
〇
一
七
年
四
月
六
日
か
ら
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る

）
34
（

。
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三　

新
し
い
英
国
Ｃ
Ｇ
コ
ー
ド
の
概
要

（
１
）
二
〇
一
八
年
英
国
Ｃ
Ｇ
コ
ー
ド
の
主
な
変
更
点

　

改
訂
さ
れ
た
二
〇
一
八
年
英
国
Ｃ
Ｇ
コ
ー
ド
は
、
長
期
間
持
続
可
能
な
成
功
に
向
け
た
最
善
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
ナ
ン
ス
の
価
値
を
強
調
し
た
一

連
の
諸
原
則
の
改
訂
に
焦
点
を
あ
て
た
も
の
で
あ
り
、F

R
C

に
よ
っ
て
二
〇
一
八
年
七
月
一
六
日
に
、
定
め
ら
れ
た
。
こ
の
二
〇
一
八
年
英
国
Ｃ

Ｇ
コ
ー
ド
は
、
改
訂
前
の
コ
ー
ド
に
比
べ
よ
り
簡
潔
簡
明
な
も
の
に
な
っ
た
。
投
資
家
や
議
決
権
助
言
者
は
、
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
ア
プ
ロ
ー
チ
を

と
れ
ず
、
説
明
を
注
意
深
く
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
、
一
方
で
会
社
は
、
原
則
の
適
用
を
検
討
し
定
型
的
な
報
告
を
や
め
、
有
意
義
に
報

告
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
主
要
な
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
と
も
に
作
り
出
さ
れ
た
関
係
に
よ
っ
て
信
頼
を
構
築
す
る
こ
と
に
力
点
が
置
か
れ
た
。

主
な
変
更
点
は
、
概
略
す
る
と
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る

）
35
（

。

　

①
従
業
員
と
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
つ
い
て
、
従
業
員
ら
の
視
点
を
理
解
し
従
業
員
と
の
よ
り
広
範
囲
な
取
締
役
会
の
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
を
可

能
と
す
る
新
し
いP

rovision

を
設
け
た
。
②
二
〇
一
八
年
英
国
Ｃ
Ｇ
コ
ー
ド
は
取
締
役
会
が
二
〇
〇
六
年
会
社
法
一
七
二
条
の
下
で
の
取
締
役
会

の
義
務
を
な
す
場
合
に
、
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
利
益
を
考
慮
し
た
か
を
記
述
す
る
よ
う
に
求
め
て
い
る
。
③
企
業
文
化
に
つ
い
て
、
会
社
価
値
を

企
業
戦
略
と
結
び
つ
け
る
企
業
文
化
と
結
び
つ
け
、
長
期
に
渡
る
企
業
価
値
の
持
続
を
評
価
す
る
こ
と
を
求
め
る
。
④
継
承
と
多
様
性
に
つ
い
て
、

取
締
役
会
で
は
技
能
、
経
験
を
有
し
建
設
的
な
説
明
を
求
め
ら
れ
る
よ
う
な
構
成
と
し
、
そ
の
多
様
性
を
確
保
す
る
た
め
、
取
締
役
会
の
更
新
と
人

事
継
承
計
画
の
必
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。
取
締
役
会
は
（
取
締
役
会
議
長
や
取
締
役
の
独
立
性
に
つ
い
て
）
９
年
を
超
え
る
職
に
つ
い
て
は
期
間

の
長
さ
を
考
慮
す
べ
き
と
す
る
。
ま
た
、
人
事
継
承
計
画
の
指
名
委
員
会
の
役
割
と
多
様
性
を
も
っ
た
取
締
役
会
の
構
築
を
強
調
す
る
。
⑤
全
て
の

会
社
に
お
い
て
外
部
的
な
取
締
役
会
評
価
が
重
要
性
で
あ
る
と
す
る
。
指
名
委
員
会
報
告
に
は
、
外
部
の
取
締
役
会
評
価
を
受
け
た
取
締
役
会
と
取
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締
役
個
人
と
の
契
約
の
詳
細
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
⑥
報
酬
に
関
し
て
は
、
高
額
す
ぎ
る
経
営
者
報
酬
に
対
す
る
社
会
的
な
懸
念
を
受
け

て
、
報
酬
委
員
会
が
取
締
役
会
報
酬
を
定
め
る
際
に
従
業
員
の
報
酬
を
考
慮
し
、
そ
れ
と
関
連
付
け
た
ポ
リ
シ
ー
を
考
慮
す
べ
き
と
す
る
。
業
績
連

動
型
支
払
い
の
定
式
化
さ
れ
た
計
算
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
と
し
た
。
そ
の
結
果
が
正
当
化
さ
れ
な
い
場
合
に
、
報
酬
委
員
会
は
慎
重
な
判
断
が
求

め
ら
れ
る
と
す
る
。
⑦
二
〇
一
八
年
英
国
Ｃ
Ｇ
コ
ー
ド
は
英
国
内
で
法
人
化
さ
れ
た
か
を
問
わ
ず
、
プ
レ
ミ
ア
ム
上
場
会
社
の
全
て
に
適
用
さ
れ

）
36
（

、

二
〇
一
九
年
一
月
一
日
以
降
に
開
始
さ
れ
る
会
計
年
度
か
ら
適
用
さ
れ
る
。
二
〇
一
八
年
英
国
Ｃ
Ｇ
コ
ー
ド
と
と
も
にF

R
C

に
よ
っ
て
定
め
ら
れ

た
指
針
は

）
37
（

、
取
締
役
会
の
行
動
を
サ
ポ
ー
ト
と
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
、
強
制
的
あ
る
い
は
規
則
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
取

締
役
や
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
が
同
コ
ー
ド
を
適
用
す
る
際
に
サ
ポ
ー
ト
す
る
最
良
実
務
の
示
唆
で
あ
り
、
会
社
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
し
て
取
締
役
会
に

よ
っ
て
な
さ
れ
た
行
動
を
評
価
す
る
際
に
広
範
囲
な
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
助
け
に
も
な
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る

）
38
（

。

（
２
）
二
〇
一
八
年
英
国
Ｃ
Ｇ
コ
ー
ド
と
取
締
役
会
の
構
成

　

新
し
い
二
〇
一
八
年
英
国
Ｃ
Ｇ
コ
ー
ド
の
変
更
の
影
響
の
一
つ
と
し
て
、
取
締
役
会
の
構
成
に
影
響
が
あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
取
締
役
会
の
構
成

に
つ
い
て
基
本
的
な
考
え
方
を
整
理
し
て
み
る
と
、
同
コ
ー
ド
は
、
個
人
あ
る
い
は
少
数
の
者
が
取
締
役
会
の
決
定
を
支
配
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

よ
う
に
、取
締
役
会
の
構
成
は
、業
務
執
行
取
締
役
と
非
業
務
執
行
取
締
役（
と
り
わ
け
独
立
し
た
非
業
務
執
行
取
締
役
）の
適
切
な
コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ

ン
か
ら
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。（P

rinciple G

）。
議
長
を
除
く
、
取
締
役
の
少
な
く
と
も
半
数
は
、
取
締
役
会
が
独
立
し
て
い
る
と
考

え
る
非
業
務
執
行
取
締
役
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（P

rovision
11

）、
そ
し
て
議
長
は
、P

rovison10

が
定
め
る
要
件
に
照
ら
し
て
評
価
し
た
場
合

に
、
そ
の
選
任
時
に
独
立
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（P

rovision
9

）。
取
締
役
会
の
構
成
に
つ
い
て
、F

R
C

の
調
査
に
お
い
て
、
議
長
を
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除
く
取
締
役
の
少
な
く
と
も
半
数
と
い
うP

rovision

の
不
遵
守
が
最
も
多
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
）
39
（

。
ま
た
、
そ
の
文
言
を
過
半
数
で
は
な
く
、
半

数
と
し
た
の
は
、
比
較
的
規
模
の
小
さ
い
会
社
に
つ
い
て
の
規
制
の
必
要
性
か
ら
、
除
外
の
規
定
が
削
除
さ
れ
て
い
る

）
40
（

。
そ
し
て
、
取
締
役
会
と
そ

の
委
員
会
に
は
、
技
能
、
経
験
、
知
見
が
全
体
と
し
て
そ
な
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（P

rinciple K

）。
金
融
危
機
以
後
の
検
証
の
い
く

つ
か
に
お
い
て
は
、
金
融
機
関
の
取
締
役
会
の
多
く
が
こ
れ
ら
の
資
質
を
欠
い
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る

）
41
（

。
そ
し
て
、
同
じ

よ
う
に
、
金
融
機
関
が
晒
さ
れ
た
リ
ス
ク
を
認
識
し
、
理
解
し
、
完
全
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
に
取
締
役
会
が
失
敗
し
た
こ
と
が
、
金
融
危
機

の
元
凶
で
あ
る
と
し
た
こ
と
が
新
し
い
コ
ー
ド
に
お
い
て
も
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

）
42
（

。
そ
し
て
、取
締
役
会
の
合
目
的
性
と
資
質
の
確
保
・

維
持
の
た
め
に

）
43
（

、
取
締
役
の
指
名
は
、
適
正
で
か
つ
透
明
性
を
も
っ
た
手
続
き
で
お
こ
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（P

rinciple J

）。
取
締
役
会
は
、

指
名
に
関
す
る
手
続
き
を
す
る
た
め
指
名
委
員
会
を
組
織
し
、
取
締
役
会
お
よ
び
上
級
の
役
員
職
の
双
方
に
つ
い
て
、
秩
序
立
っ
た
継
承
を
計
画
し
、

継
承
の
た
め
の
様
々
な
人
事
的
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
展
開
を
監
督
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（P

rovison
17

）。
指
名
委
員
会
の
過
半
数
は
独
立
し
た
非

業
務
執
行
取
締
役
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（P

rovison
17

）。
取
締
役
会
議
長
は
、
自
己
の
後
継
者
の
指
名
を
扱
う
場
合
、
同
委
員
会
の
議
長
を
す

べ
き
で
は
な
い
（P

rovison
17

）。
取
締
役
会
、
委
員
会
、
議
長
、
個
々
の
取
締
役
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
適
正
な
手
続
き
に
よ
り
年
次
改
革
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（P

rovision
21

）。
議
長
は
、
定
期
的
に
外
部
的
に
取
締
役
会
改
革
の
促
進
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。F

T
SE

350

会

社
は
、
こ
れ
を
少
な
く
と
も
３
年
ご
と
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（P

rovision
21

）
）
44
（

。

　

取
締
役
会
へ
の
指
名
は
、
適
正
か
つ
透
明
性
の
あ
る
手
続
き
に
よ
り
お
こ
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
実
効
性
の
あ
る
継
承
人
事
計
画
は
、
取

締
役
会
と
上
級
の
役
員
に
関
し
て
維
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
指
名
と
継
承
人
事
計
画
は
メ
リ
ッ
ト
と
客
観
的
な
基
準
に
基
づ
か
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
内
容
に
お
い
て
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
社
会
的
、
民
族
的
な
背
景
の
多
様
性
、
認
識
と
個
々
の
能
力
を
促
進
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
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な
ら
な
い
（P

rinciple  J

）。
近
年
、
取
締
役
会
の
構
成
を
取
り
巻
く
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
再
び
議
論
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
。
数
十
年
に
わ
っ
て

社
員
重
役
あ
る
い
は
労
働
者
代
表
が
問
題
と
さ
れ
、
近
時
は
、
取
締
役
会
レ
ベ
ル
で
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
バ
ラ
ン
ス
や
民
族
的
代
表
に
お
い
て
も
問
題
と

さ
れ
て
き
た

）
45
（

。
こ
れ
ら
の
問
題
に
関
し
て
政
府
は
任
意
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
支
持
し
）
46
（

、
主
に
開
示
要
件
に
よ
っ
て
対
応
し
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。
し
か
しH

ouse of C
om

m
on

（
庶
民
院
）（
以
下
で
は
、HC

と
す
る
。）
のB

E
IS

（
ビ
ジ
ネ
ス
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
戦
略
者
）
委
員
会
の
コ
ー

ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
報
告
は
、
取
締
役
会
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
バ
ラ
ン
ス
や
取
締
役
会
の
ポ
リ
シ
ー
を
履
行
す
る
客
観
的
な
基
準
、
こ
の
よ
う
な
客
観

的
な
基
準
に
到
達
す
る
た
め
の
経
過
を
含
め
て
、
英
国
Ｃ
Ｇ
コ
ー
ド
は
会
社
に
多
様
性
に
関
す
る
取
締
役
会
ポ
リ
シ
ー
に
記
述
を
含
め
る
こ
と
を
求

め
た
が
、
こ
れ
ら
の
報
告
に
関
す
る
要
件
で
は
、
取
締
役
会
の
構
成
の
調
和
へ
の
取
り
組
み
と
し
て
十
分
な
効
果
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
と
の
指
摘

も
あ
る

）
47
（

。
そ
し
て
、
英
国
が
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
面
で
世
界
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
一
方
で
、
取
締
役
会
の
多
様
性
に
関
し
て
は
そ
う
で
な

か
っ
た
と
す
る
。
委
員
会
に
お
け
る
証
言
を
引
用
す
る
形
で
、
男
性
と
女
性
、
民
族
集
団
の
間
に
、
代
表
参
加
に
お
い
て
格
差
が
あ
る
こ
と
、
従
業

員
と
の
建
設
的
合
意
の
欠
如
を
指
摘
し
て
い
る

）
48
（

。
そ
し
て
、
会
社
は
そ
の
従
業
員
、
供
給
者
、
消
費
者
な
ど
の
数
の
比
を
反
映
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

さ
ら
に
そ
の
多
様
性
は
会
社
の
人
材
プ
ー
ル
を
広
げ
、
そ
の
結
果
競
争
的
な
利
益
と
社
会
的
な
正
義
を
一
致
さ
せ
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
取
締
役
会
は
、
取
締
役
会
内
部
で
の
建
設
的
挑
戦
を
欠
く
こ
と
に
な
る
「
集
団
思
考
」
を
薄
め
る
だ
ろ
う
と
指
摘
さ
れ
て
い
る

）
49
（

。

　

こ
れ
ら
の
問
題
に
二
〇
一
八
年
英
国
Ｃ
Ｇ
コ
ー
ド
が
焦
点
を
当
て
た
。
政
府
、H

C
 B

E
IS

委
員
会
、F

R
C

な
ど
に
よ
る
検
討
・
検
証
を
経
て
、

こ
の
コ
ー
ド
で
は
多
様
性
の
促
進
の
た
め
に
選
任
と
後
継
の
人
事
計
画
を
求
め
（P

rinciple J

）、
年
次
報
告
に
お
い
て
、
指
名
委
員
会
の
職
務
内

容
と
し
て
、
指
名
に
関
す
る
手
続
き
、
人
事
継
承
計
画
の
ア
プ
ロ
ー
チ
、
そ
の
双
方
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
多
様
性
を
発
展
さ
せ
る
サ
ポ
ー
ト
の
達

成
プ
ロ
セ
ス
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
（P

rovision
23

）。
ま
た
、
多
様
性
と
会
社
経
営
戦
略
の
目
標
や
関
連
性
、
そ
れ
に
到
達
す
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る
方
法
、
上
級
役
員
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
バ
ラ
ン
ス
な
ど
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
（P

rovision
23

）。
以
下
で
は
、
多
様
性
に

つ
い
て
の
個
別
の
項
目
に
つ
い
て
、
若
干
の
考
察
を
し
て
み
た
い
。

　

ま
ず
、
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
で
あ
る
従
業
員
に
関
し
て
、
労
働
者
代
表
は
二
〇
〇
六
年
会
社
法
一
七
二
条
の
解
釈
の
議
論
の
文
脈
で
再
度
議
論
さ

れ
た
。
同
条
が
、
取
締
役
会
は
会
社
の
従
業
員
を
含
め
た
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
多
様
性
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

を
受
け
、
従
業
員
と
の
よ
り
効
果
的
な
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
た
め
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
探
る
た
め
に
、
英
国
Ｃ
Ｇ
コ
ー
ド
に
よ
っ
て
取
締
役
会
に
イ

ニ
シ
ア
チ
ブ
を
も
た
せ
、
ひ
い
て
は
取
締
役
会
の
た
め
に
も
な
る
と
す
る
提
案
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る

）
50
（

。
二
〇
一
八
年
英
国
Ｃ
Ｇ
コ
ー
ド
に
よ
れ
ば
、

取
締
役
会
は
、
二
〇
〇
六
年
会
社
法
の
一
七
二
条
に
規
定
す
る
利
益
や
事
項
に
つ
い
て
、
取
締
役
会
決
議
や
意
思
決
定
過
程
に
お
い
て
配
慮
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
（P

rovision
5

）。
さ
ら
に
、（
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
の
）
合
意
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
検
証
し
、
そ
の
実
効
性
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
す
る
（P

rovision
5

）。
そ
し
て
、
具
体
的
に
従
業
員
と
の
合
意
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
方
法
論
を
使
う
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
従
業
員
全

体
か
ら
の
取
締
役
指
名
、
正
式
の
従
業
員
側
か
ら
の
助
言
パ
ネ
ル
、
非
業
務
執
行
取
締
役
の
指
名
で
あ
る
（P

rovision
5

）
）
51
（

。

　

ま
た
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
し
て
の
議
論
を
み
て
み
る
と
、
二
〇
一
二
年
に
欧
州
委
員
会
は
、
指
令
の
た
め
の
計
画
を
提
唱
し
た
。
そ
れ
は
、

二
〇
二
〇
年
ま
で
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
上
場
企
業
は
非
業
務
執
行
者
で
あ
る
取
締
役
の
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
最
低
限
の
目
標
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た

）
52
（

、

こ
の
提
案
は
英
国
議
会
で
も
賛
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
目
標
を
支
持
す
る
加
盟
基
準
を
拘
束
す
る
こ
と
に
反
対
す
る
加
盟
国
の
数
で
理
事
会

段
階
で
デ
ッ
ト
ロ
ッ
ク
状
態
と
な
っ
て
い
る
。
欧
州
委
員
会
は
時
を
ま
っ
て
こ
の
指
令
の
採
択
を
付
託
し
よ
う
と
し
続
け
て
い
る

）
53
（

。
ジ
ェ
ン
ダ
ー

の
多
様
性
の
問
題
は
、
取
締
役
会
に
お
け
る
女
性
に
関
す
るD

avis

報
告
が
発
表
さ
れ
た
こ
と
で
英
国
で
は
注
目
を
集
め
た
）
54
（

。
こ
の
報
告
で
は
、

二
〇
一
一
年
に
お
け
るF

T
SE

100

の
会
社
に
お
け
る
取
締
役
会
の
女
性
比
率
が
一
二
・
五
％
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。D

avis

卿
の
勧
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告
に
よ
れ
ば
、F

T
SE

100

の
会
社
の
取
締
役
会
は
二
〇
一
五
年
の
終
わ
り
ま
で
に
女
性
の
取
締
役
の
割
合
を
最
低
で
も
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
す
る

よ
う
に
勧
告
し
、
そ
の
数
値
は
達
成
さ
れ
て
い
る

）
55
（

。
け
れ
ど
も
、
そ
の
数
字
は
、
当
て
に
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
）
56
（

。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
、
業
務
執
行

者
と
非
業
務
執
行
者
を
一
緒
に
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、H

C
 B

E
IS

委
員
会
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、F

T
SE

100

の
会
社
の
業
務
執
行
取
締
役
の
地
位

は
、
非
業
務
執
行
職
の
三
三
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
と
比
較
し
て
、
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
足
ら
ず
し
か
占
め
て
い
な
い

）
57
（

。H
am

pton – A
lexander

検
証
に

よ
る
と

）
58
（

、D
avis

卿
の
報
告
作
業
か
ら
引
き
続
い
て
、F

T
SE

350

の
取
締
役
会
に
お
け
る
女
性
を
三
三
パ
ー
セ
ン
ト
に
、F

T
SE

100

の
リ
ー
ダ
シ
ッ

プ
集
団
に
お
け
る
女
性
を
三
三
パ
ー
セ
ン
ト
に
、
二
〇
二
〇
年
ま
で
に
す
る
と
い
う
こ
と
を
目
標
に
掲
げ
た
。
後
者
の
目
標
は
、
こ
の
リ
ー
ダ
シ
ッ

プ
集
団
か
ら
執
行
役
員
会
選
定
が
広
く
な
さ
れ
、
そ
の
集
団
内
で
女
性
の
代
表
を
確
保
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
る
。H

am
pton-

A
lexander 

検
証
の
最
新
の
報
告
は
、
現
在
相
対
的
に
そ
の
進
行
は
遅
く
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
役
割
に
お
け
る
女
性
に
関
し
て
は
特
に
そ
う
で
あ

る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。T

he E
quality and H

um
an R

ights

委
員
会
が
示
唆
す
る
の
は
、
上
級
の
執
行
役
員
レ
ベ
ル
職
へ
の
新
た
な
選
任
の

た
め
の
目
標
は
女
性
が
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
お
り
、HC

 B
E

IS 

委
員
会
も
こ
れ
に
同
意
し
て
い
る
）
59
（

。
け
れ
ど
も
政
府
は
、

さ
し
あ
た
り
、H

am
pton-A

lexander 

検
証
の
目
標
が
十
分
な
要
求
で
あ
り
、
妥
当
で
あ
る
と
し
て
お
り
、
政
府
は
今
後
三
年
間
に
わ
っ
て
そ
の
状

況
を
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
し
て
い
く
予
定
で
あ
る

）
60
（

。
そ
し
て
、
二
〇
一
八
年
英
国
Ｃ
Ｇ
コ
ー
ド
のP

rinciple J

は
、「
指
名
お
よ
び
人
事
継
承
計
画
の
双

方
に
お
い
て
客
観
的
な
メ
リ
ッ
ト
と
客
観
的
な
基
準
に
基
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
性
別
、
社
会
的
、
民
族
的
な
背
景
の
多
様
性
、
認
識
や
人
的
能

力
を
促
進
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る

）
61
（

。

　

民
族
性
に
関
す
る
問
題
は
、John P

arker

卿
に
よ
っ
て
な
さ
れ
たP

arker
検
証
の
後
に
、
民
族
人
種
上
の
多
様
性
に
つ
い
て
注
意
が
向
け
ら
れ

た
。
同
検
証
に
よ
れ
ば
、
大
規
模
会
社
の
取
締
役
会
で
は
、
白
人
で
な
い
者
は
非
常
に
少
な
い
と
し
て
い
る
（
二
〇
一
七
年
七
月F

T
SE

100

の
う
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ち
五
一
社
に
お
い
て
、
白
人
で
な
い
取
締
役
は
い
な
い
）、
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
英
国
の
民
族
的
な
多
様
性
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
へ
の
失
敗
と
い

う
結
果
を
招
い
て
い
る
と
し
た

）
62
（

。P
arker

検
証
は
、F

T
SE

100

の
各
取
締
役
会
は
二
〇
二
一
年
ま
で
に
白
人
で
な
い
取
締
役
を
少
な
く
と
も
一
人

選
任
し
、F

T
SE

250

の
各
取
締
役
会
は
二
〇
二
四
年
ま
で
に
白
人
で
な
い
者
を
少
な
く
と
も
一
人
選
任
す
べ
き
こ
と
を
勧
告
し
て
い
る
。
ま
た
会

社
は
年
次
報
告
に
お
い
て
、
会
社
が
人
種
民
族
的
多
様
性
を
増
す
経
過
を
記
載
す
る
こ
と
で
、
透
明
性
を
高
め
る
こ
と
を
合
わ
せ
て
勧
告
し
て
い
る
。

P
arker

検
証
は
引
き
続
い
て
年
度
ご
と
に
報
告
さ
れ
る
だ
ろ
う
。H
C

 B
E

IS 

委
員
会
の
報
告
はF

R
C

が
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ダ

イ
バ
ー
シ
テ
ィ
と
同
様
に
、
民
族
性
に
注
目
を
与
え
る
こ
と
を
勧
告
し
て
い
る

）
63
（

。
二
〇
一
八
年
英
国
Ｃ
Ｇ
コ
ー
ド
は
、
現
在
、P

rinciple J

が
ジ
ェ

ン
ダ
ー
・
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
、
社
会
的
、
民
族
的
背
景
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る

）
64
（

。

　

多
様
性
を
支
え
る
た
め
の
非
財
務
情
報
（narrative reporting

）
に
つ
い
てH

C
 B

E
IS

委
員
会
報
告
が
勧
告
す
る
の
は
、
英
国
Ｃ
Ｇ
コ
ー
ド
が

取
締
役
会
が
年
次
報
告
に
お
い
て
、
取
締
役
会
お
よ
び
全
従
業
員
に
お
け
る
多
様
性
に
関
し
て
の
情
報
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
民
族
性
、
社
会
的
流
動
性

の
多
様
性
、
さ
ら
に
は
執
行
役
員
の
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
観
点
を
、
そ
の
将
来
見
通
し
の
多
様
性
も
含
め
て
、
提
供
す
べ
き
だ
と
す
る

）
65
（

。

　

上
場
会
社
は

）
66
（

、
取
締
役
、
上
級
管
理
職
）
67
（

、
会
社
の
従
業
員
の
性
別
の
人
員
数
の
詳
細
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
、
戦
略
報
告
の
中
で
求
め
ら
れ
て

い
る
（C

A
2006, s414C

(8)

）
）
68
（

。
さ
ら
に
、
二
〇
一
八
年
英
国
Ｃ
Ｇ
コ
ー
ド
は
、
上
場
会
社
が
、
内
容
を
と
も
な
っ
た
多
様
性
と
会
社
の
戦
略
的
目

標
に
い
か
に
結
び
つ
き
、
適
合
し
て
い
る
の
か
を
説
明
す
る
た
め
に
指
名
委
員
会
の
任
務
と
し
て
報
告
を
求
め
て
い
る
（P

rovision
23

）
）
69
（

。

　

H
C

 B
E

IS 

委
員
会
報
告
が
、
職
場
に
お
け
る
人
種
民
族
性
の
検
証
に
関
す
るM

cG
regor Sm

ith

検
証
に
賛
同
し
、
す
べ
て
のF

T
SE

100

の
会

社
が
民
族
性
や
支
給
水
準
ま
で
詳
細
に
全
従
業
員
の
状
況
を
公
に
す
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
と
勧
告
し
た

）
70
（

。
政
府
は
現
在
立
法
に
よ
ら
な
い
対
応

を
選
択
し
、
各
会
社
が
こ
の
情
報
の
提
供
に
よ
り
、
機
関
投
資
家
が
そ
の
情
報
の
価
値
を
見
出
す
こ
と
に
任
せ
る
こ
と
に
し
た

）
71
（

。
政
府
は
、
任
意
的



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
五
一
巻
　
　
第
三
・
四
号
（
二
〇
一
九
年
　
三
月
）

338339

な
基
準
を
通
じ
て
ジ
ェ
ン
ダ
ー
代
表
に
お
け
る
重
要
な
進
展
と
同
様
の
方
法
で
民
族
的
な
代
表
に
つ
い
て
も
進
展
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る
と

い
え

）
72
（

る
）
73
（

。

（
３
）
二
〇
一
八
年
英
国
Ｃ
Ｇ
コ
ー
ド
と
取
締
役
会
の
本
質
的
な
責
務

　

二
〇
一
八
年
英
国
Ｃ
Ｇ
コ
ー
ド
は
、
会
社
の
長
期
的
持
続
的
成
功
と
株
主
に
生
じ
る
価
値
、
そ
し
て
広
く
社
会
に
貢
献
す
る
こ
と
を
促
進
す
る

た
め
役
割
を
担
う
効
率
的
で
か
つ
起
業
家
精
神
に
富
ん
だ
取
締
役
会
に
よ
っ
て
、
会
社
の
成
功
を
実
現
さ
せ
る
と
い
う
原
則
を
も
っ
て
始
ま
る

（P
rinciple A

）。
す
べ
て
の
取
締
役
は
、
高
潔
さ
を
も
っ
て
行
動
し
、
率
先
し
て
模
範
を
示
し
、
望
ま
れ
た
企
業
文
化
を
促
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
（P

rinciple D

）。
取
締
役
会
の
役
割
は
、会
社
の
目
標
、企
業
価
値
、戦
略
を
一
貫
し
た
も
の
に
な
る
よ
う
に
充
足
す
る
こ
と
に
あ
る
（P

rinciple 

B

）。
取
締
役
会
は
企
業
目
標
と
そ
れ
に
対
す
る
業
績
を
評
価
し
、経
営
資
源
を
会
社
の
た
め
に
適
切
に
利
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（P

rinciple C

）。

取
締
役
会
は
リ
ス
ク
を
確
実
に
評
価
し
管
理
す
る
こ
と
で
、
慎
重
で
効
率
的
な
コ
ン
ト
ー
ル
の
枠
組
み
を
確
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（P

rinciple 

C

）。

　

そ
し
て
、
二
〇
一
八
年
英
国
Ｃ
Ｇ
コ
ー
ド
の
第
四
章
は
、
取
締
役
会
の
核
に
な
る
責
務
に
焦
点
を
当
て
る
。
こ
の
コ
ー
ド
の
当
該
部
分
はF

R
C

が
示
す
リ
ス
ク
管
理
と
内
部
統
制
の
詳
細
な
指
針
に
よ
っ
て
補
充
さ
れ
て
い
る
）
74
（

。
取
締
役
ら
は
、
年
次
報
告
に
お
い
て
、
年
次
報
告
お
よ
び
関
連
す

る
会
計
書
類
の
準
備
に
関
す
る
責
任
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
年
次
報
告
お
よ
び
そ
の
関
連
す
る
計
算
書
類
が
、
公
正
で
バ
ラ
ン
ス
の
と

れ
た
理
解
し
や
す
い
も
の
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
株
主
が
会
社
の
状
況
、
業
績
、
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
、
戦
略
を
評
価
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を
提

供
し
て
い
る
と
取
締
役
ら
が
考
え
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（P

rovision
27

）。
取
締
役
会
は
会
社
が
長
期
に
わ
っ
て
企
業
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価
値
を
生
み
、
維
持
し
て
い
く
た
め
の
基
礎
を
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
年
次
報
告
に
お
い
て
、
将
来
の
ビ
ジ
ネ
ス
の
成
功
へ
の
機
会
と
リ

ス
ク
を
い
か
に
考
慮
し
扱
う
か
を
、
会
社
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
の
持
続
可
能
性
と
企
業
統
治
が
そ
の
戦
略
に
貢
献
す
る
こ
と
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
（P

rovision
1

）。
年
次
と
半
期
の
財
務
報
告
に
お
い
て
、
取
締
役
会
は
、
そ
れ
ら
の
準
備
に
お
い
て
、
継
続
企
業
に
お
け
る
会
計
原
則
に
適

合
す
る
か
を
考
慮
し
た
か
ど
う
か
、
そ
し
て
財
務
報
告
の
承
認
の
日
か
ら
少
な
く
と
も
一
二
ヶ
月
以
上
に
わ
た
っ
て
継
続
で
き
る
か
ど
う
か
の
会
社

の
能
力
に
つ
い
て
の
重
要
な
不
確
実
性
要
因
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
（P

rovision
30

）。
さ
ら
に
加
え
て
、
上
場
基
準
で
あ

るL
R

9.8.6

の
下
で
は
、
年
次
報
告
に
は
、
取
締
役
が
資
質
を
伴
う
こ
と
で
、
会
社
の
見
通
し
を
根
拠
付
け
、
事
業
が
継
続
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

）
75
（

。
こ
れ
ら
の
事
項
は
、
妥
当
な
会
計
基
準
を
考
慮
し
、
会
計
書
類
を
作
成
す
る
こ
と
で
あ
り
、
基
礎
的
会
計
概
念
で

あ
る
「
ゴ
ー
イ
ン
グ
コ
ン
サ
ー
ン
」
に
関
し
て
、
会
社
状
況
の
真
実
か
つ
公
正
な
検
証
に
よ
る
年
次
報
告
の
作
成
と
い
う
取
締
役
の
法
的
義
務
に
全

て
反
映
さ
れ
る
こ
と
に
な

）
76
（

る
）
77
（

。

　

こ
の
継
続
企
業
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
に
厳
密
に
関
連
さ
せ
る
こ
と
で
、
広
汎
な
責
任
は
、
取
締
役
会
は
会
社
の
状
況
や
将
来
の
可
能
性
に
つ
い
て
、

公
平
で
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
理
解
し
や
す
い
評
価
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
うP

rincipal N

に
反
映
さ
れ
る
）
78
（

。
こ
の
原
則
は
取
締

役
会
が
主
要
な
リ
ス
ク
の
性
質
と
内
容
を
決
定
し
、
そ
れ
は
、
会
社
の
戦
略
的
な
目
標
に
到
達
す
る
た
め
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
取
締
役
会
に
は
、

会
社
の
内
部
統
制
が
健
全
で
あ
る
こ
と
を
自
ら
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
に
よ
り
慎
重
で
効
率
的
な
リ
ス
ク
評
価
と
経
営
が
許
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る

）
79
（

。
こ

の
よ
う
な
問
題
に
関
す
るP

rovision

はSharm
an

調
査
委
員
会
の
報
告
に
お
け
る
勧
告
を
反
映
し
て
い
る
）
80
（

。
さ
ら
に
そ
れ
ら
はF

R
C

に
よ
っ
て

発
展
さ
せ
ら
れ
た

）
81
（

。
本
質
的
な
こ
と
は
、
同
調
査
委
員
会
は
、
問
題
が
継
続
会
社
の
会
計
問
題
で
は
な
い
場
合
、
リ
ス
ク
、
リ
ス
ク
選
好
、
そ
し
て

戦
略
の
広
義
の
企
業
継
続
の
問
題
で
あ
る
と
と
ら
え
ら
れ
る
が
、
流
動
性
、
支
払
い
能
力
、
長
期
の
存
続
可
能
性
の
よ
り
広
い
問
題
で
あ
る
こ
と
を



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
五
一
巻
　
　
第
三
・
四
号
（
二
〇
一
九
年
　
三
月
）

340341

見
出
し
た
こ
と
で
あ
る
）
82
（

。Sharm
an

報
告
で
考
慮
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
観
点
で
、
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
が
会
社
の
経
済
的
、
財
務
的
な
存

続
可
能
性
に
つ
い
て
の
情
報
を
得
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
し
た
。
そ
れ
ら
は
、
そ
の
点
に
お
い
て
取
締
役
の
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
と
会
社
の
ガ

バ
ナ
ン
ス
の
証
拠
と
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
広
い
問
題
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
た
め
に
、Sharm

an

検
証
は
、
会
社
の
継

続
企
業
で
あ
る
と
い
う
ス
テ
ー
タ
ス
は
会
社
の
事
業
モ
デ
ル
、
戦
略
、
主
要
な
リ
ス
ク
と
い
う
文
脈
で
位
置
付
け
ら
れ
る
べ
き
と
勧
告
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
は
一
年
と
い
う
会
計
年
度
の
枠
組
み
よ
り
も
長
い
期
間
で
提
出
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
取
締
役
会
ス
テ
ー
ト

メ
ン
ト
の
後
に
、
評
価
手
続
き
の
強
さ
を
監
査
委
員
会
が
報
告
す
る
こ
と
で
会
社
状
況
の
よ
り
質
の
高
い
判
断
を
提
供
す
る
。
二
〇
一
八
年
英
国
Ｃ

Ｇ
コ
ー
ドP

rovision
29

と31

は
現
在
こ
の
よ
う
な
要
素
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
り
、P

rovision
2

に
基
づ
い
て
、
取
締
役
会
は
年
次
報
告
書
に

お
い
て
、
取
締
役
会
が
会
社
の
直
面
す
る
（
財
務
上
あ
る
い
は
財
務
外
の
）
主
要
な
リ
ス
ク
の
強
固
な
評
価
を
実
行
し
た
こ
と
を
記
載
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い

）
83
（

。
そ
の
よ
う
な
も
の
に
は
、
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
や
業
績
、
支
払
い
能
力
、
あ
る
い
は
流
動
性
を
脅
か
す
も
の
が
含
ま
れ
、
そ
れ
ら
は
本
質

的
な
リ
ス
ク
と
し
て
記
載
さ
れ
、
そ
れ
ら
を
い
か
に
管
理
し
、
軽
減
さ
せ
る
か
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
重
要
な
条
項
は
長
期
間
の
存

続
の
た
め
の
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
（the longer term

 viability statem
ent

）
で
あ
っ
て
、そ
れ
は
、Provision

31

に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
、そ
こ
に
は
、

取
締
役
会
の
会
社
の
見
通
し
を
い
か
に
評
価
し
た
の
か
、
ど
れ
ぐ
ら
い
の
期
間
を
超
え
て
し
た
の
か
、
な
ぜ
そ
の
期
間
を
適
切
で
あ
る
と
し
た
の
か

に
つ
い
て
、
説
明
を
求
め
る
も
の
で
あ
る

）
84
（

。
現
在
ま
で
、
多
く
の
会
社
が
三
年
を
期
限
と
し
て
報
告
を
し
て
い
る
）
85
（

。
同
様
に
、
取
締
役
会
は
会
社
の

リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
内
部
統
制
制
度
（
財
務
、
運
営
、
そ
し
て
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
含
め
た
あ
ら
ゆ
る
重
要
な
監
督
を
包

含
す
る
）
を
監
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（P

rovision
29

）。
そ
し
て
、
少
な
く
と
も
年
度
ご
と
に
、
実
効
性
の
検
証
を
行
い
）
86
（

、
年
次
あ
る
い
は
半

期
の
財
務
報
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
い
（P

rovision
30

）
）
87
（

。
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か
つ
て
の
コ
ー
ド
の
も
の
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
監
査
委
員
会
の
職
務
の
概
要
は
、
監
査
委
員
会
の
十
分
な
内
容
を
捉
え
て
は
い
な
か
っ
た
と
さ
れ

る
）
88
（

。
二
〇
一
二
年
一
二
月
のSharm

an 

検
証
報
告
が
）
89
（

、
会
計
監
査
役
（auditor

）
と
監
査
委
員
会
や
取
締
役
会
と
の
よ
り
強
い
関
係
を
描
き
、
そ

の
よ
う
な
考
え
は
、F

R
C

に
よ
っ
て
前
進
さ
れ
た
）
90
（

。
そ
こ
に
描
か
れ
た
の
は
、
情
報
の
広
範
囲
に
わ
た
る
交
換
と
、
そ
の
役
割
を
果
た
し
タ
ス
ク

を
実
行
し
た
こ
と
を
取
締
役
会
に
対
す
る
包
括
的
報
告
と
株
主
へ
の
報
告
に
よ
り
、
会
計
監
査
役
と
監
査
委
員
会
の
間
で
の
監
視
と
検
証
す
る
こ
と

で
あ
り
、
全
て
は
改
定
さ
れ
た
監
査
基
準
に
反
映
さ
れ
た

）
91
（

。
と
り
わ
け
会
計
監
査
役
は
、
取
締
役
会
が
現
在
二
〇
一
八
年
英
国
Ｃ
Ｇ
コ
ー
ド
の
第
四

章
の
下
で
、
そ
の
報
告
義
務
を
適
切
に
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
、
信
じ
る
に
足
る
情
報
を
監
査
委
員
会
に
伝
達
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
例

え
ば
、
会
社
の
継
続
企
業
状
態
と
長
期
的
能
力
に
関
し
て
で
あ
る

）
92
（

（P
rovision 30,31

）。
リ
ス
ク
管
理
に
関
し
て
の
取
締
役
の
義
務
が
強
化
さ
れ

る
こ
と
で
、
会
計
監
査
役
は
、
取
締
役
が
、
企
業
体
の
直
面
す
る
根
本
的
な
リ
ス
ク
に
対
す
る
健
全
な
資
産
の
管
理
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
取
締

役
の
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
に
注
意
を
加
え
、
何
ら
か
の
資
料
を
有
し
て
い
る
か
に
関
し
報
告
書
の
中
で
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
を
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
し

て
、
年
次
報
告
書
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
リ
ス
ク
の
記
述
を
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
継
続
企
業
の
会
計
基
準
を
適
用
す
る
こ
と
に
つ

い
て
の
取
締
役
会
の
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト

）
93
（

、
法
人
の
見
通
し
を
評
価
し
た
方
法
な
ら
び
に
選
択
し
た
評
価
期
間
に
関
す
る
説
明
）
94
（

。
同
様
の
ア
プ
ロ
ー
チ

はE
U

 R
egulation 537/2014

で
あ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
会
計
監
査
役
か
ら
監
査
委
員
会
へ
の
追
加
報
告
に
は
、
会
計
監
査

役
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
た
作
業
や
プ
ロ
セ
ス
、
さ
ら
に
同
監
査
人
に
よ
っ
て
判
断
の
あ
ら
ゆ
る
見
地
を
伝
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
さ
れ

）
95
（

る
）
96
（

。

（
４
）
二
〇
一
八
年
英
国
Ｃ
Ｇ
コ
ー
ド
に
お
け
る
取
締
役
会
議
長
と
非
業
務
執
行
取
締
役

　

議
長
と
非
業
務
執
行
取
締
役
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
は
従
来
の
も
の
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
重
要
性
が
あ
る
の
は
、
二
〇
一
八
年
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英
国
Ｃ
Ｇ
コ
ー
ド
が
、
取
締
役
会
を
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
す
る
た
め
の
責
任
を
負
う
取
締
役
会
の
独
立
し
た
議
長
と
事
業
の
運
営
に
責
任
を
負
う
最
高

経
営
責
任
者
と
の
間
に
会
社
の
長
と
し
て
の
責
任
に
お
け
る
区
別
を
置
い
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
二
〇
一
八
年
英
国
Ｃ
Ｇ
コ
ー
ド
は
、
こ
れ

ら
の
役
割
は
同
じ
個
人
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
す
る
（P

rovision
9

）
）
97
（

。
取
締
役
会
議
長
、
最
高
経
営
責
任
者
、
上
級
独
立

取
締
役
、
取
締
役
会
、
各
委
員
会
、
経
営
陣
の
責
任
は
明
ら
か
に
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
書
面
に
よ
っ
て
定
め
、
取
締
役
会
の
同
意
を
得
て
、
公
に

入
手
で
き
る
よ
う
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（P

rovision
14

）
）
98
（

。

　

F
R

C

のW
alker

検
証
の
後
、
議
長
の
役
割
の
さ
ら
な
る
協
調
が
な
さ
れ
、
二
〇
一
八
年
英
国
Ｃ
Ｇ
コ
ー
ド
はP

rinciple

の
一
つ
と
し
て
、
議
長

は
、
会
社
の
指
揮
に
お
け
る
取
締
役
会
の
総
体
的
な
実
効
性
に
責
任
を
負
い
、
い
ず
れ
に
せ
よ
議
長
は
す
べ
て
の
非
業
務
執
行
取
締
役
の
効
果
的
な

貢
献
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
い
と
す
る
（P

rinciple F

）。
議
長
に
よ
る
明
確
な
取
締
役
会
の
実
効
性
の
確
保
と
い
う
責
任
を
踏
ま
え
て
、
議
長

は
取
締
役
会
の
能
力
を
認
識
し
弱
点
に
取
り
組
む
こ
と
で
取
締
役
会
改
革
を
実
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（P

rovision
22

）。
同
様
に
、
非
業
務
執

行
取
締
役
は
、
上
級
の
独
立
し
た
取
締
役
に
よ
っ
て
主
導
さ
れ
、
議
長
を
評
価
す
る
責
任
を
負
う
べ
き
と
さ
れ
る
（P

rovision
12

）。
議
長
は
、
業

務
執
行
取
締
役
が
出
席
し
な
い
非
業
務
執
行
取
締
役
に
よ
る
会
議
体
を
も
つ
べ
き
で
あ
る
と
す
る
（P

rovision
13

）。
す
べ
て
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
問

題
に
関
し
て
す
べ
て
の
取
締
役
は
、
ア
ド
バ
イ
ス
す
る
責
任
を
負
う
会
社
秘
書
役
に
緊
密
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
べ
き
で
あ
る
。
会
社
秘
書
役
の
選
任

解
任
は
全
体
と
し
て
の
取
締
役
会
事
項
で
あ
る
（P

rovision
16

）
）
99
（

。

　

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
議
長
を
除
い
て
、
取
締
役
会
の
構
成
は
独
立
し
て
い
る
と
考
え
る
非
業
務
執
行
取
締
役
が
半
数
で
あ
る
べ
き
で
あ
る

（P
rovision

11

）。
非
業
務
執
行
取
締
役
は
（
取
締
役
全
体
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
）
適
正
で
か
つ
透
明
性
を
も
っ
た
手
続
き
を
通
じ
て
選
ば
な
け

れ
ば
な
ら
な
い（P

rinciple J

）そ
し
て
す
べ
て
取
締
役
は
そ
の
責
務
を
果
た
す
た
め
に
十
分
な
時
間
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（P

rinciple H

）。



英
国
に
お
け
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
と
Ｃ
Ｇ
コ
ー
ド
の
改
訂

344345

非
業
務
執
行
取
締
役
が
そ
の
与
え
ら
れ
た
職
に
十
分
な
時
間
を
専
心
し
て
い
る
か
否
か
に
関
し
て
し
ば
し
ば
懸
念
が
表
明
さ
れ
る
が
、典
型
的
に
は
、

個
々
人
が
も
つ
非
業
務
執
行
取
締
役
の
地
位
の
数
に
よ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
二
〇
一
八
年
英
国
Ｃ
Ｇ
コ
ー
ド
は
非
業
務
執
行
取
締
役
が
兼
ね
て

よ
い
と
す
る
他
の
職
の
数
を
制
限
し
て
い
な
い
が
、
コ
ー
ド
は
外
部
の
選
任
は
取
締
役
会
の
事
前
承
認
無
く
し
て
引
き
受
け
る
べ
き
で
は
な
い
と
規

定
し
て
い
る
（P

rovision
15

）
）
100
（

。
年
次
報
告
書
に
お
い
て
、
個
々
の
業
務
執
行
取
締
役
が
独
立
し
た
も
の
で
あ
る
か
を
取
締
役
会
が
判
断
し
て
、
確

認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
（P

rovision
10

）
）
101
（

。

　

非
業
務
執
行
取
締
役
の
固
有
の
責
務
か
ら
み
る
と
、
そ
の
主
要
な
役
割
は
、
建
設
的
な
質
問
、
戦
略
的
な
指
針
、
専
門
的
な
助
言
を
提
供
し
、

経
営
陣
の
責
任
を
問
う
こ
と
で
あ
る
（P

rinciple H

）。
さ
ら
に
、
二
〇
一
八
年
英
国
Ｃ
Ｇ
コ
ー
ド
は
、
非
業
務
執
行
取
締
役
の
役
割
と
し
て
、
承

認
さ
れ
た
経
営
目
標
に
反
す
る
経
営
陣
や
個
々
の
取
締
役
の
行
動
を
精
査
し
、
そ
の
責
任
（
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
）
を
問
う
こ
と
と
し
て
い
る

（P
rovision

13

）
）
102
（

。

四　
「
コ
ン
プ
ラ
イ
・
オ
ア
・
エ
ク
ス
プ
レ
イ
ン
」
原
則
（com

ply or explain

）
と
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
の
確
保

　

英
国
Ｃ
Ｇ
コ
ー
ド
を
み
る
場
合
に
、
そ
れ
が
、
上
場
基
準
と
結
び
付
い
て
機
能
す
る
こ
と
は
す
で
に
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
二
〇
一
八
年
英
国
Ｃ

Ｇ
コ
ー
ド
に
お
い
て
も
そ
れ
は
、変
わ
る
も
の
で
は
な
い
。上
場
規
則
は
、普
通
株
の
プ
レ
ミ
ア
ム
上
場
を
伴
う
英
国
な
い
し
海
外
の
上
場
会
社
に
は
、

当
該
会
社
の
年
次
報
告
と
会
計
の
中
に
含
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る

）
103
（

。（
i
）
上
場
会
社
が
英
国
Ｃ
Ｇ
コ
ー
ド
の
原
則
を
い
か
に
適
用
し
、
そ
し
て

株
主
が
当
該
原
則
を
ど
の
よ
う
に
適
用
さ
れ
て
い
る
か
を
評
価
で
き
る
こ
と
を
確
保
す
る
よ
う
な
方
法
で
な
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
ス
テ
ー
ト

メ
ン
ト
、
そ
し
て
（
ii
）
上
場
会
社
が
（
a
）
会
計
年
度
を
通
じ
て
、
二
〇
一
八
年
英
国
Ｃ
Ｇ
コ
ー
ド
に
定
め
る
す
べ
て
の
関
連
す
るP

rovision
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を
遵
守
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
関
し
て
、
あ
る
い
は
（
b
）
会
計
年
度
を
通
じ
て
コ
ー
ド
が
定
め
る
す
べ
て
の
関
連
す
るP

rovision

を
遵
守
し
な

い
か
、
そ
し
て
そ
う
で
あ
る
場
合
、
も
し
あ
る
の
な
ら
、（
i
）
ど
の
よ
う
なP

rovision

を
遵
守
し
な
い
の
か
、（
ii
） 

継
続
的
な
性
質
を
有
す
る

要
件
のP

rovision

の
場
合
、
も
し
遵
守
し
な
い
い
く
つ
か
の
あ
る
い
は
す
べ
て
のP

rovision

が
あ
る
の
な
ら
、
そ
の
期
間
、（
iii
）
不
遵
守
の
会

社
に
よ
る
理
由
で
あ
る

）
104
（

。
さ
ら
に
同
規
則
は
、
監
査
人
は
、
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
が
以
下
に
あ
げ
る
も
の
に
関
す
る
限
り
に
お
い
て
、
会
社
に
よ
る
コ

ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
を
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

）
105
（

。（
i
）
会
社
の
年
次
報
告
や
会
計
を
準
備
す
る
た
め
の
責
任
に
関
す
る
年

次
報
告
に
お
け
る
取
締
役
の
説
明
（P

rovision
27

）、（
ii
）
会
社
の
リ
ス
ク
管
理
と
内
部
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
シ
ス
テ
ム
の
実
効
性
の
年
次
報
告
に
お

け
る
評
価
（P

rovision
29

）、（
iii
）
監
査
委
員
会
の
職
務
に
関
す
る
年
次
報
告
書
へ
の
記
載
（P

rovision
26

）
が
あ
る
）
106
（

。

　

こ
の
「
コ
ン
プ
ラ
イ
・
オ
ア
・
エ
ク
ス
プ
レ
イ
ン
」
原
則
（com

ply or explain

）（
以
下
、「
遵
守
あ
る
い
は
説
明
」
原
則
と
す
る
。）
の
ス
テ
ー

ト
メ
ン
ト
を
欠
く
こ
と
は
、
上
場
規
則
の
違
反
で
あ
り
、
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
の
対
象
と
な
る

）
107
（

。
そ
し
てF

R
C

が
強
調
す
る
の
は
、
透
明
性
の
た
め
の

こ
の
形
式
的
な
要
件
（
説
明
が
不
充
分
で
あ
る
場
合
）
取
締
役
会
を
解
任
す
る
株
主
の
責
任
と
結
合
す
る
こ
と
で
、「
遵
守
あ
る
い
は
説
明
」
原
則

の
コ
ー
ド
が
自
主
規
制
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
す
る

）
108
（

。
正
確
に
は
、
自
己
の
利
益
を
持
っ
た
構
成
員
に
よ
る
取
引
規
制
や
専
門

的
規
制
と
い
う
意
味
で
の
自
主
規
制
で
は
な
い
。
し
か
し
コ
ー
ド
自
体
は
法
に
よ
る
強
制
で
は
な
い
。
コ
ー
ド
を
遵
守
し
な
い
こ
と
に
関
し
て
、
直

接
の
法
的
な
制
裁
を
伴
っ
て
い
な
い
。
コ
ー
ド
は
、
そ
の
実
効
性
確
保
に
つ
い
て
の
市
場
の
サ
ポ
ー
ト
に
依
拠
し
て
い
る
。
コ
ー
ド
が
ハ
ー
ド
ロ
ー

（hard law

）
と
は
あ
る
程
度
か
け
離
れ
て
い
る
と
い
え
る
と
さ
れ
る
）
109
（

。

　

こ
の
「
遵
守
あ
る
い
は
説
明
」
原
則
に
よ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
キ
ャ
ド
ベ
リ
ー
委
員
会
が
先
駆
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、そ
れ
は
、現
在
、世
界
中
の
コ
ー

ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
普
遍
的
な
特
徴
に
近
く
な
っ
た
。
遵
守
よ
り
も
説
明
の
反
作
用
が
、
市
場
の
参
加
者
に
及
ん
だ
。
そ
し
て
状
況
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や
問
題
に
応
じ
て
、
無
関
心
か
ら
株
式
価
格
の
重
大
な
下
落
に
及
ぶ
の
か
も
し
れ
な
い
と
さ
れ
る
）
110
（

。
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
実
に
ひ
ど
い
失

敗
が
あ
る
場
合
、
理
論
上
株
主
は
、
二
〇
〇
六
年
会
社
法
一
六
八
条
の
取
締
役
解
任
の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
を
す
る
か
も
し
れ
な
い
が

）
111
（

、
そ
れ
は

と
て
も
稀
な
こ
と
で
あ
る
。
一
般
的
に
は
、
機
関
投
資
家
が
、
不
遵
守
に
関
す
る
理
由
に
関
し
て
取
締
役
会
と
の
対
話
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
。
さ

ら
に
、
取
締
役
会
か
ら
提
供
さ
れ
る
説
明
が
適
切
で
な
い
と
い
う
株
主
に
よ
る
不
平
と
、
取
締
役
会
に
は
理
由
を
十
分
に
考
慮
し
な
い
で
、
株
主
が

不
遵
守
に
対
し
て
機
械
的
な
反
応
を
す
る
と
い
う
不
満
が
あ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る

）
112
（

。F
R

C

が
強
調
す
る
の
は
、
説
明
は
積
極
的
な
機
会
と
し
て

み
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
負
担
付
の
義
務
で
は
な
い
と
す
る

）
113
（

。
同
様
に
、
株
主
は
会
社
の
個
別
の
状
況
に
十
分
に
配
慮
し
、
機
械
的
な
方
法
で

説
明
を
扱
っ
て
は
な
ら
な
い

）
114
（

。
欧
州
委
員
会
は
不
適
切
な
説
明
が
し
ば
し
ば
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
て
お
り
、
二
〇
一
四
年
の
勧
告
に
お
い

て
、
明
確
か
つ
正
確
で
、
包
括
的
な
情
報
を
、
関
連
す
る
要
件
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
こ
と
を
評
価
す
る
の
に
株
主
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る

こ
と
で
、
会
社
が
、
関
連
す
る
コ
ー
ド
か
ら
逸
脱
す
る
場
合
に
必
要
と
さ
れ
る
説
明
の
本
質
に
関
す
る
上
場
会
社
の
指
針
を
規
定
し
た
と
さ
れ
る

）
115
（

。

　
「
遵
守
あ
る
い
は
説
明
」
原
則
の
実
効
性
に
つ
い
て
懸
念
は
あ
る
の
だ
が
、C

om
pany L

aw
 R

eview

、W
alker

報
告
、
あ
る
い
はF

R
C

の
い
ず

れ
も
が
、
英
国
Ｃ
Ｇ
コ
ー
ド
を
制
定
法
上
の
基
礎
に
置
く
こ
と
に
何
も
サ
ポ
ー
ト
を
見
出
さ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る

）
116
（

。
け
れ
ど
も
、
ソ
フ
ト
ロ
ー
ア

プ
ロ
ー
チ
が
機
能
し
な
か
っ
た
場
合
、と
り
わ
け
、個
別
の
制
定
法
上
の
基
準
が
導
入
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、コ
ー
ド
のP

rovision

と
し
て
始
ま
っ

た
、
取
締
役
の
報
酬
ポ
リ
シ
ー
の
開
示
に
関
す
る
要
件
が
元
に
な
り
、
上
場
会
社
が
、
株
主
に
よ
る
報
酬
ポ
リ
シ
ー
と
そ
の
適
用
の
承
認
を
求
め
る

た
め
の
、
取
締
役
の
報
酬
報
告
と
い
う
制
定
法
上
の
要
件
に
進
化
し
た
。
同
様
に
、F

R
C

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
時
と
し
て
英
国
Ｃ
Ｇ
コ
ー
ド
の

要
件
は
、
法
的
な
要
件
よ
り
も
厳
格
に
な
り
う
る
の
で
あ
り
、
取
締
役
の
年
次
選
任
に
関
し
て
の
要
件
は
（P

rovision
18

）、
制
定
法
上
の
要
件
で

は
な
い
が
、
現
在
で
は
標
準
的
な
実
務
で
あ
る

）
117
（

。
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「
遵
守
あ
る
い
は
説
明
」
原
則
の
適
用
は
、
開
示
と
透
明
性
の
規
則
（D

T
R

）
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
）
118
（

。
そ
れ
に
は
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ

ナ
ン
ス
報
告
が
含
め
ら
れ
て
お
り
、
取
締
役
報
告
、
あ
る
い
は
年
次
報
告
と
と
も
に
あ
る
い
は
会
社
のw

eb

サ
イ
ト
で
独
立
し
た
報
告
と
し
て
発

行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
は
、会
社
が
い
ず
れ
の
コ
ー
ド
に
従
う
の
か
（
プ
レ
ミ
ア
ム
上
場
の
場
合
に
は
、明
ら
か
に
、英
国
Ｃ
Ｇ
コ
ー

ド
の
適
用
に
な
る
だ
ろ
う
）、
も
し
そ
れ
を
遵
守
し
な
い
場
合
は
そ
の
説
明
が
必
要
に
な
る
（D

T
R

7.2.3R

）。
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
報
告
は
、

同
様
に
ま
た
会
社
の
内
部
統
制
や
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
制
度
の
主
な
特
徴
を
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
財
務
報
告
手
続
き
や
会
社

の
取
締
役
会
や
委
員
会
の
構
成
や
運
営
に
関
連
し
た
も
の
で
あ
る
。
プ
レ
ミ
ア
ム
上
場
の
会
社
に
関
し
て
は
、D

T
R

の
下
で
定
め
ら
れ
て
い
る
も

の
と
英
国
Ｃ
Ｇ
コ
ー
ド
の
間
の
相
当
程
度
の
重
複
が
あ
る
が
、
し
か
し
諸
要
件
は
同
一
の
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ばD

T
R

7.2.5R

は
、
会
社
の
財

務
報
告
手
続
と
関
連
し
て
会
社
の
内
部
統
制
や
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
制
度
の
主
な
特
徴
の
記
述
が
求
め
ら
れ
る
。
二
〇
一
八
年
英
国
Ｃ
Ｇ
コ
ー
ド

は
、
取
締
役
会
は
会
社
の
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
内
部
統
制
を
監
視
し
、
少
な
く
と
も
年
次
ご
と
に
そ
の
実
効
性
を
再
検
討
し
、
そ
の
検
討
を
報

告
す
る
こ
と
を
定
め
る
（P

rovision
29

）。D
T

R

規
則
は
、
強
行
法
（m

andatory

）
で
あ
り
、
コ
ー
ド
は
そ
う
で
な
い
、
こ
の
た
め
会
社
は
、
た

と
え
コ
ー
ド
の
要
素
を
遵
守
し
な
い
こ
と
を
選
択
し
た
と
し
て
も
、D

T
R

の
要
件
に
適
合
す
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
欧
州
委
員
会
の

二
〇
一
四
年
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
報
告
に
関
す
る
勧
告
は
、
こ
れ
ら
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
報
告
の
質
に
つ
い
て
問
題
と
し
て
、

株
主
が
明
確
で
、
正
確
で
包
括
的
な
情
報
を
、
会
社
の
支
配
方
法
を
株
主
が
よ
く
理
解
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
、
特
定
の
性
質
や
状
況
を
会
社

に
特
定
す
る
こ
と
を
強
調
し
て
い

）
119
（

る
）
120
（

。

五　

結
び
に
代
え
て
〜
英
国
の
改
革
の
動
き
と
わ
が
国
の
改
革
の
今
後
の
方
向
性
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以
上
の
よ
う
に
、
近
年
の
英
国
に
お
け
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
経
緯
か
ら
す
る
と
、
そ
れ
が
政
治
的
な
要

素
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
と
し
て
も
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
社
会
変
革
の
中
で
、
単
に
短
期
的
な
株
主
利
益
を
追
求
す
る
も
の
で

は
な
く
、
持
続
可
能
な
社
会
に
お
け
る
企
業
の
長
期
的
成
長
の
視
点
か
ら
、
取
締
役
会
の
合
理
的
な
意
思
決
定
を
担
保
す
る
た
め
に
な
さ
れ
、
そ
の

た
め
に
、
従
業
員
を
含
め
た
会
社
の
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
利
益
や
社
会
全
体
と
の
公
益
性
を
重
視
し
、
そ
れ
と
の
調
和
を
重
視
し
、
取
締
役
会
の

構
成
の
多
様
性

）
121
（

、
監
査
委
員
会
な
ど
の
監
査
の
充
実
、
長
期
的
視
点
に
立
っ
た
指
名
委
員
会
に
お
け
る
人
事
計
画
な
ど
、
個
々
の
企
業
の
価
値
を
、

取
締
役
会
が
説
明
責
任
を
通
じ
て
、確
保
し
て
い
く
も
の
で
あ
っ
た
。そ
の
た
め
に
、非
財
務
情
報
で
あ
る
各
種
報
告
や
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
を
通
じ
て
、

こ
れ
ら
の
状
況
や
計
画
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
二
〇
一
八
年
英
国
Ｃ
Ｇ
コ
ー
ド
の
求
め
る
内
容
を
、
各
種
報
告
を
通
じ
て
取
締
役
の
説
明
責
任

を
制
度
化
し
て
い
く
と
い
う
動
き
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
単
な
る
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
で
は
な
く
、
企
業
の
長
期
的
成
長
の
た
め
に
、
経
営
内
容
が

あ
き
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
様
々
な
非
財
務
情
報
か
ら
な
り
、
報
告
や
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
を
通
じ
て
公
開
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
取
締
役
会
は
、

財
務
情
報
だ
け
で
な
い
情
報
を
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
と
し
て
開
示
す
る
こ
と
で
、
各
企
業
の
社
会
の
公
益
性
に
も
則
し
た
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ

ン
ス
を
促
進
し
て
い
く
こ
と
を
求
め
る
動
き
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
実
効
性
あ
る
も
の
と
す
る
た
め
に
、
そ
の
一
環
と
し
て
、

会
社
の
年
次
報
告
や
会
計
に
関
す
る
包
括
的
で
強
力
な
権
限
を
有
す
る
独
立
の
機
関
（A

udit, R
eporting and G

overnance A
uthority

と
い
う

名
称
が
提
案
さ
れ
て
い
る
）
を
、
制
定
法
上
の
規
制
機
関
と
し
てF

R
C

の
改
組
に
よ
っ
て
、
二
〇
一
八
年
末
、
規
制
機
関
の
強
化
がK

igm
an

検

証
に
よ
り
提
言
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
え
る

）
122
（

。

　

翻
っ
て
、
わ
が
国
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
の
動
き
を
み
て
み
る
と
、
英
国
に
お
け
る
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
や
経
済
格
差
の
問
題
、

広
く
地
域
や
社
会
問
題
を
含
め
て
、
持
続
的
発
展
が
可
能
な
社
会
の
構
築
と
し
て
、
今
後
わ
が
国
で
も
同
様
の
問
題
は
生
じ
う
る
だ
ろ
う
。
わ
が
国



西
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の
改
訂
さ
れ
た
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
が
、
そ
の
（
基
本
原
則
２
）
に
お
い
て
、
株
主
以
外
の
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
の
適
切
な
協

働
や
、（
原
則
２
―
４
）、（
原
則
４
―
11
）
に
お
け
る
女
性
の
活
躍
促
進
を
含
む
社
内
・
取
締
役
会
の
構
成
の
多
様
性
の
確
保
、非
財
務
情
報
の
開
示
（
基

本
原
則
３
）
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
は
、
軸
を
同
じ
く
す
る
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
財
務
情
報
に
加
え
て
、
取
締
役
会
報
告
や
金
融
商
品
取
引
法

上
の
各
種
報
告
に
お
け
る
強
化
は
み
ら
れ
る
が
、
二
〇
一
八
年
英
国
Ｃ
Ｇ
コ
ー
ド
の
よ
う
に
、
目
標
の
設
定
、
そ
の
理
由
や
、
達
成
に
い
た
る
プ
ロ

セ
ス
な
ど
取
締
役
会
の
意
思
決
定
の
合
理
性
を
担
保
す
る
理
由
の
開
示
と
し
て
は
、
検
討
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、「
遵

守
あ
る
い
は
説
明
」
原
則
を
機
能
さ
せ
る
た
め
に
、
取
締
役
会
の
責
務
を
一
層
明
確
化
し
そ
の
見
通
し
や
計
画
、
目
標
、
合
理
的
期
間
と
い
っ
た
も

の
が
、
取
締
役
会
の
合
理
的
経
営
判
断
の
結
果
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
よ
う
な
開
示
の
充
実
、
監
査
委
員
に
よ
る
非
財
務
情
報
も
含
め
た
監
査
、
外

部
監
査
の
充
実
、
取
締
役
会
お
よ
び
指
名
委
員
会
に
よ
る
多
様
な
長
期
的
人
事
計
画
、
報
酬
委
員
会
に
よ
る
報
酬
ポ
リ
シ
ー
の
策
定
や
、
と
り
わ
け

業
務
執
行
役
員
の
報
酬
の
適
正
性
を
担
保
す
る
た
め
の
指
標
の
確
立
な
ど
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
と
そ
れ
を
通
じ
た
取
締
役
の
説

明
責
任
の
制
度
化
を
定
期
的
に
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う

）
123
（

。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
ソ
フ
ト
ロ
ー
で
あ
る
と
こ
ろ
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ

ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
は
、
取
締
役
の
説
明
責
任
を
通
じ
て
、
そ
の
精
神
を
企
業
経
営
に
反
映
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

）
124
（

。
そ

う
で
あ
る
な
ら
ば
、
会
社
を
取
り
巻
く
新
た
な
社
会
変
化
に
対
し
て
取
締
役
会
の
合
理
的
意
思
決
定
の
た
め
に
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー

ド
に
よ
っ
て
、
会
社
法
の
原
則
の
下
で
、
法
政
策
と
し
て
具
体
的
目
標
を
定
め
促
進
し

）
125
（

、
取
締
役
会
に
そ
れ
ら
に
関
す
る
開
示
に
よ
る
説
明
責
任
を

法
制
度
と
し
て
段
階
的
に
求
め
、
さ
ら
に
そ
の
開
示
制
度
の
適
正
性
を
担
保
す
る
た
め
、
規
制
機
関
に
よ
っ
て
コ
ー
ド
を
策
定
し
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス

全
体
を
監
督
し
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
効
性
を
高
め
て
い
く
と
い
う
の
も
一
つ
の
会
社
法
の
あ
り
方
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る

）
126
（

。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、

わ
が
国
に
お
け
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
を
含
め
た
今
後
の
方
向
性
に
つ
い
て
、
今
回
の
英
国
の
改
革
の
動
き
は
、
参
考
に
な
る
の
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で
は
な
い
だ
ろ
う
か
）
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（

。
そ
の
展
開
と
議
論
を
注
視
し
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。

（
二
〇
一
九
年
一
月
三
一
日
脱
稿
）

（
付
記
）
本
稿
は
、
二
〇
一
七
年
度
西
南
学
院
大
学
在
外
研
究
（
ａ
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
受
入
機
関
で
あ
る
英
国
サ
ウ
サ
ン
プ
ト

ン
大
学
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
のB

renda H
annigan

教
授
に
は
同
研
究
に
あ
た
り
英
国
の
議
論
状
況
な
ど
に
つ
い
て
大
変
多
く
の
有
意
義
な
示
唆
を
賜
っ

た
。
こ
こ
に
記
し
て
深
く
感
謝
申
し
上
げ
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

（
１
）　

http://w
w

w
.m

eti.go.jp/report/w
hitepaper/data/pdf/20170310001_1.pdf

参
照
。

（
２
）　

安
永
宗
伸
＝
松
村
謙
太
朗
＝
岩
脇
潤
「
『
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
実
務
指
針
』
」
（C

G
S

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）
の
解
説
〔
上
〕
」
、

「
同
〔
中
〕
」
「
同
〔
下
〕
」
商
事
二
一
三
一
号
一
六
頁
以
下
、
同
二
一
三
二
号
二
五
頁
以
下
、
同
二
一
三
三
号
七
一
頁
以
下
（
二
〇
一
七
年
）
参
照
。

（
３
）　

田
原
泰
雅
＝
染
谷
浩
史
＝
安
井
桂
大
「
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
改
訂
の
解
説
」
商
事
二
一
三
八
号
一
五
頁
（
二
〇
一
七
年
）
参
照
。

　
　
　

参
照
（
二
〇
一
七
年
）
。

（
４
）　

株
式
会
社
東
京
証
券
取
引
所
『
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
〜
会
社
の
持
続
的
な
成
長
と
中
長
期
的
な
企
業
価
値
の
向
上
の
た
め
に
〜
』
（
二
〇
一
八

年
）
、https://w

w
w

.jpx.co.jp/new
s/1020/nlsgeu000000xbfx-att/20180601.pdf

参
照
。

（
５
）　

公
益
財
団
法
人
商
事
法
務
研
究
会
・
会
社
法
研
究
会
「
会
社
法
研
究
会
報
告
書
」
商
事
二
一
二
九
号
四
頁
以
下
（
二
〇
一
七
年
）
。

（
６
）　

法
制
審
議
会
会
社
法
制
（
企
業
統
治
等
関
係
）
部
会
「
会
社
法
制
（
企
業
統
治
等
関
係
）
の
見
直
し
に
関
す
る
中
間
試
案
」
商
事
二
一
六
〇
号
七
頁
、
法
務
省
民
事

局
参
事
官
室
「
会
社
法
制
（
企
業
統
治
等
関
係
）
の
見
直
し
に
関
す
る
中
間
試
案
の
補
足
説
明
」
同
二
三
頁
以
下
参
照
（
二
〇
一
八
年
）
。

（
７
）　

法
務
省
、http://w

w
w

.m
oj.go.jp/shingi1/shingi04900394.htm

l

参
照
、
お
よ
び
商
事
二
一
八
八
号
五
六
頁(

二
〇
一
九
年)

参
照
。



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
五
一
巻
　
　
第
三
・
四
号
（
二
〇
一
九
年
　
三
月
）

350351

（
８
）　

F
ederico M

or, C
orporate G

overnance R
eform

, H
C

 Library, B
riefing P

aper N
o,8143, 4 January 2019 at p10, 

（
９
）　

F
R

C
, T

H
E

 U
K

 C
orporate G

overnance C
ode, A

pril 2016, at p1.

（
10
）　

英
国
に
お
け
る
改
革
の
経
緯
に
つ
い
て
、
中
村
信
男
「
英
国
会
社
法
に
お
け
る
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
利
益
の
取
扱
い
と
会
社
法
制
改
正
構
想
の
行
方
」
德
本
穣
＝
徐

治
文
＝
佐
藤
誠
＝
田
中
慎
一
＝
笠
原
武
朗
編
『
会
社
法
の
到
達
点
と
展
望
―
森
淳
二
朗
先
生
退
職
記
念
論
文
集
』
三
七
三
頁
以
下
（
法
律
文
化
社　

二
〇
一
八
年
）
参

照
。

（
11
）　

M
or, supra note 8, at 10.

（
12
）　

T
heresa M

ay, Speech in B
irm

ingham
 L

aunching her national cam
paign to becom

e L
eader of the C

onservative P
arty ,.11 July 2016 and see also, 

C
onservative P

arty M
anifesto 2017, p18.

（
13
）　

See, B
E

IS, C
orporate governance reform

: G
reen paper, (N

ovem
ber 2016), B

E
IS/16/56 (hereafter B

E
IS, G

reen paper)

（
14
）　

See, B
E

IS, G
overnm

ent R
esponse to the G

reen P
aper C

onsultation (A
ugust 2017), (hereafter B

E
IS G

overnm
ent response). 

（
15
）　

M
or, supra note 8, at 12. 

同
資
料
に
よ
る
と
、
①
経
営
者
報
酬
（executive pay

）
に
関
し
て
、F

R
C

に
英
国C

G

コ
ー
ド
の
改
訂
を
勧
告
す
る
。
（
1
）
経
営
者

報
酬
の
株
主
に
よ
る
反
対
、
（
２
）
報
酬
委
員
会
の
責
任
、
（
３
）
経
営
者
株
式
割
当
引
受
権
の
最
小
化
と
引
受
後
の
保
持
期
間
、
②
同
、
二
次
立
法
に
よ
っ
て
、
上

場
会
社
はC

E
O

の
報
酬
と
英
国
に
お
け
る
従
業
員
平
均
給
与
の
比
率
を
年
度
ご
と
に
報
告
す
る
こ
と
、
あ
わ
せ
て
年
々
の
報
酬
の
変
化
に
関
す
る
詳
細
な
説
明
。
③

同　

公
開
登
録
（P

u
blic R

egister

）　

投
資
家
協
会
は
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
株
主
の
反
対
に
公
開
登
録
を
維
持
す
る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
会
社
が
株
主
の
懸
念

に
対
し
て
何
を
述
べ
た
か
と
い
う
こ
と
。
④
従
業
員
と
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
意
見
、
二
次
立
法
に
よ
っ
て
、
（
上
場
会
社
と
同
じ
規
模
の
私
会
社
）
相
当
規
模
の

す
べ
て
の
会
社
は
、
従
業
員
と
他
の
利
害
関
係
者
を
考
慮
す
る
た
め
に
、
二
〇
〇
六
年
会
社
法
一
七
二
条
の
各
条
項
の
遵
守
状
況
を
説
明
す
る
こ
と
、
⑤
同
、F

R
C

に
対
し
て
、
英
国
Ｃ
Ｇ
コ
ー
ド
の
原
則
を
改
訂
し
て
、
取
締
役
会
段
階
で
、
従
業
員
や
他
の
株
主
で
な
い
利
害
関
係
者
の
重
要
性
を
確
立
す
る
こ
と
。
新
し
い
原
則

の
部
分
で
は
、
政
府
はF

R
C

に
対
し
て
会
社
が
「
遵
守
あ
る
い
は
説
明
」
原
則
を
適
用
し
、
三
分
の
一
の
従
業
員
合
意
：
非
業
務
執
行
者
の
指
名
、
適
正
な
従
業
員

助
言
協
議
会
、
あ
る
い
は
従
業
員
か
ら
の
取
締
役
指
名
。
⑥
同
、
産
業
界
主
導
型
（industry-led

）
の
指
針
に
よ
っ
て
、Institute of C

hartered Secretaries and 

A
d

m
in

istrators (G
overn

an
ce In

stitu
te)

お
よ
びIn

vestm
en

t A
ssociation

に
そ
の
共
同
の
実
務
方
法
に
関
す
る
指
針
に
お
い
て
、
会
社
が
従
業
員
や
他
の
ス
テ

ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
合
意
で
き
る
こ
と
、
同
様
に
政
府
は
大
規
模
上
場
会
社
のG

C
100

グ
ル
ー
プ(F

T
SE

100 G
eneral C

ounsels)

に
二
〇
〇
六
年
会
社
法
一
七
二
条
に

お
け
る
取
締
役
の
義
務
の
実
務
的
解
釈
の
新
し
い
指
針
の
完
成
と
発
表
を
求
め
る
。
⑦
大
規
模
私
会
社
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
、
私
会
社
の
た
め
の
新
し
い
任
意
的
コ
ー
ド
、

F
R

C

は
、IoD

、C
B

I, Institute for F
am

ily B
usinesses, B

ritish V
enture C

apital A
ssociation 

及
び
そ
の
他
の
団
体
に
任
意
的
な
大
規
模
な
私
会
社
の
た
め
の
適
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切
な
経
験
に
よ
る
ビ
ジ
ネ
ス
像
を
進
展
さ
せ
た
議
長
職
の
も
と
で
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
原
則
を
展
開
さ
せ
る
こ
と
の
勧
告
。
⑧
同
、
二
次
立
法
に
よ
っ
て
、

会
社
は
何
ら
か
の
公
の
コ
ー
ド
に
従
っ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
取
締
役
報
告
やw

eb

サ
イ
ト
に
お
け
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
取
り
決
め
（corporate 

governance arrangem
ent

）
の
開
示
の
た
め
の
会
社
規
模
の
規
定
を
す
る
こ
と
、
⑨F

R
C

の
権
限
に
つ
い
て
、F

R
C

, F
C

A

お
よ
びIS

の
基
本
合
意
書
やF

R
C

の
検
証

に
お
い
て
、
政
府
は
取
締
役
へ
の
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
や
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
報
告
を
完
全
な
状
態
に
す
る
た
め
に
各
組
織
の
権
限
の
行
使
を
最
大
限
に
有
効
に
す

る
た
め
、
こ
れ
ら
の
機
関
に
基
本
合
意
書
の
改
訂
を
求
め
る
。
政
府
は
ま
た
こ
の
作
業
の
観
点
か
ら
、
さ
ら
な
る
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
だ
ろ
う
と
す
る
。

（
16
）　

M
or, supra note 8, at 14.

（
17
）　

See, B
E

IS, G
overnm

ent response, p.iii.

（
18
）　

See,https://w
w

w
.frc.org.uk/new

s/february-2017/frc-to-review
-the-uk-corporate-governance-code

（
19
）　

See B
E

IS, G
reen paper and B

E
IS G

overnm
ent response, see also the H

ouse of C
om

m
on, B

usiness, E
nergy and Industrial Strategy C

om
m

ittee, 

C
orporate G

overnance, T
hird R

eport of session 2016-17, H
C

702 (M
arch 2017),(hereafter H

C
 B

E
IS C

om
m

ittee R
eport).

（
20
）　

See, T
he C

om
m

ittee on the F
inancial A

spects of C
orporate G

overnance (1992) chaired by Sir A
drian C

adbury. 

（
21
）　

See, B
renda H

annigan, C
om

pany Law
 5th　

(O
xford 2018), at p125. 

（
22
）　

See, F
R

C
, P

roposed R
evisions to the U

K
 C

orporate G
overnance C

ode (D
ecem

ber 2017).

（
23
）　

U
K

 C
orparate G

overnance C
ode (2018) (hereafier, C

G
C

 2018).

（
24
）　

See, F
R

C
, G

uidance on B
oard E

ffectiveness (2018).

（
25
）　

C
G

C
 2018 at pl. 

（
26
）　

See, H
annigan, supra note 21, at p125.

（
27
）　

See, B
E

IS, T
he C

om
panies (M

iscellaneous R
eporting) R

egulations 2018.

（
28
）　

同
条
に
つ
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
会
社
法
制
研
究
会
『
イ
ギ
リ
ス
会
社
法
―
解
説
と
条
文
―
』
一
二
二
頁
以
下
〔
川
島
い
づ
み
〕
（
成
文
堂　

二
〇
一
七
年
）
参
照
。

（
29
）　

See, B
E

IS, T
he C

om
panies (M

iscellaneous R
eporting) R

egulations 2018 – F
requently A

sked Q
uestions, June 2018, p.4.

（
30
）　

See, M
or, supra note 8. at 15-16.

（
31
）　

経
営
者
報
酬
開
示
つ
い
て
、
熊
代
拓
馬
「
経
営
者
報
酬
開
示
の
機
能
と
そ
の
あ
り
方
―
英
米
豪
を
手
が
か
り
と
し
て
」
神
戸
六
七
巻
三
号
四
一
二
頁
（
二
〇
一
七

年
）
参
照
、
さ
ら
に
イ
ギ
リ
ス
の
経
営
者
報
酬
の
議
論
に
つ
い
て
、
原
弘
明
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
経
営
者
の
報
酬
規
制
」
德
本
＝
徐
＝
佐
藤
＝
田
中
＝
笠
原
編
・
前



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
五
一
巻
　
　
第
三
・
四
号
（
二
〇
一
九
年
　
三
月
）

352353

掲
注
（
10
）
四
一
二
頁
参
照
。

（
32
）　

See, T
he W

ates C
orporate G

overnance P
rinciples for L

arge P
rivate C

om
panies, D

ecem
ber 2018.

（
33
）　

See, M
or, supra note 8. at 14.

に
よ
れ
れ
ば
、
こ
の
諮
問
は
、Jam

es W
ates C

B
E

に
よ
っ
て
指
揮
さ
れ
、
大
規
模
私
会
社
に
六
原
則
に
従
う
こ
と
を
推
奨
す
る

も
の
で
あ
る
。
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
情
報
を
与
え
発
展
さ
せ
、
適
用
か
説
明
（`apply and explain'

の
原
則
を
採
用
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
原

則
は
、
会
社
に
全
て
を
適
用
す
る
こ
と
は
、
相
当
に
高
い
基
準
で
あ
り
（
こ
の
た
めap

p
ly

に
限
定
し
）
、
会
社
ご
と
に
そ
の
適
用
は
異
な
る
た
め
、
求
め
れ
る
成
果

の
到
達
方
法
を
説
明`explain'

す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

（
34
）　

G
overnm

ent E
quities O

ffice, G
ender P

ay G
ap R

eporting (new
 story),28 January, and see also, M

or, supra note 8 at 17-18.

（
35
）　

See, `U
pdated C

orporate G
overnance C

ode renew
s focus on the application of its principles' C

om
p. L

aw
. 2018, 39(10), 326, 

同
コ
ー
ド
の
日
本
に

お
け
る
分
析
紹
介
と
し
て
、
上
田
亮
子
「
英
国
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
改
訂
と
日
本
へ
の
示
唆
」
月
刊
資
本
市
場
三
九
五
号
二
四
頁
（
二
〇
一
八
年
）

参
照
。

（
36
）　

プ
レ
ミ
ア
ム
上
場
（P

rem
ium

 listing
）
に
つ
い
て
は
、
資
本
株
式
な
ど
、
発
行
者
に
違
い
に
よ
っ
て
、
異
な
る
上
場
基
準
要
件
満
た
す
こ
と
に
よ
っ
て
上
場
さ
れ

た
証
券
に
使
わ
れ
る
。
詳
し
く
は
、see, https://w

w
w

.handbook.fca.org.uk/handbook/glossary/G
2673.htm

l.

（
37
）　

See, F
R

C
, supra note 24.

（
38
）　

See, supra note 35.

（
39
）　

See, F
R

C
, D

evelopm
ents in C

orporate G
overnance and Stew

ardship
 2016 (January 2017),p6.

（
40
）　

See, F
R

C
, F

eedback Statem
ent: C

onsulting on a revised U
K

 C
orporate G

overnance C
ode

 (July 2018), p10.

（
41
）　

See, H
annigan, supra note 21, at p131. 

以
下
、
本
稿
で
は
主
に
同
書
の
指
摘
を
手
掛
か
り
に
、C

G
C

 2018 

を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
。

（
42
）　

See, E
uropean C

om
m

ission, C
orporate G

overnance in F
inancial Institutions and R

em
uneration P

olicies, C
O

M
 (2010) 284, para 3.3.

（
43
）　

See, H
annigan, supra note 21, at p131.

（
44
）　

S
ee, H

an
n

igan
, su

p
ra n

ote 21, at p
p

131-132.

は
、
外
部
改
革
の
動
き
は
、W

alker R
ep

ort

で
勧
告
さ
れ
た
基
準
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
同
様
に

E
u

rop
ean

 C
om

m
ission

 G
reen

 p
ap

er, T
he E

U
 C

orporate G
overnance F

ram
ew

ork (A
pril 2011), C

O
M

(2011)
164, p

ara 1.3, (h
ereafter, E

u
rop

ean 

C
om

m
ission G

reen P
aper) 

（
45
）　

英
国
に
お
け
る
従
業
員
の
経
営
参
加
に
つ
い
て
の
近
時
の
議
論
に
つ
い
て
、
山
口
幸
代
「
取
締
役
会
と
従
業
員
―
英
国
企
業
統
治
改
革
に
お
け
る
従
業
員
の
経
営
参



英
国
に
お
け
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
と
Ｃ
Ｇ
コ
ー
ド
の
改
訂

354355

加
シ
ス
テ
ム
の
模
索
」
德
本
＝
徐
＝
佐
藤
＝
田
中
＝
笠
原
編
・
前
掲
注（
10
）四
八
五
頁
参
照
。

（
46
）　

See, H
annigan, supra note 21, at p132

に
よ
る
と
、F

uture B
oard Schem

e

やW
om

en's B
usiness C

ouncil

な
ど
の
よ
う
な
多
様
性
を
支
え
る
活
動
が
あ
げ
ら

れ
て
い
る
。

（
47
）　

See, H
C

 B
E

IS C
om

m
ittee R

eport, para 119.

（
48
）　

See, H
C

 B
E

IS C
om

m
ittee R

eport, para 119.

（
49
）　

See, H
annigan, supra note 21, at p132.

（
50
）　

See, H
annigan, supra note 21, at p132.

（
51
）　

See, H
annigan, supra note 21, at p132.

（
52
）　

See, E
uropean C

om
m

ission G
reen paper, para 1.1.3

は
、
上
場
会
社
の
非
業
務
執
行
取
締
役
間
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
バ
ラ
ン
ス
に
関
す
る
指
令
の
た
め
の
提
案
に
関

連
し
た
委
員
会
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
よ
る
結
果
と
し
て
生
じ
、
欧
州
議
会
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
た
、see C

O
M

/2012/0614 final:

－2012/0299(C
O

D
).

（
53
）　

See, E
uropean C

om
m

ission, E
U

 A
ction P

lan for 17-19, Tackling the gender pay gap
 , C

O
M

(2017)678, 20.11.2017 (see A
ction 3).

（
54
）　

See, L
ord D

avis, W
om

en on B
oards (F

ebruary 2011), U
R

N
13/745.

（
55
）　

See, D
avis R

eview
, W

om
en on B

oards , R
eview

 A
nnual R

eport 2015, p 4. See also 
Ìm

proving the G
ender B

alance on B
ritish B

oards', D
avis 

R
eview

, F
ive Year Sum

m
ary (O

ctober 2015). H
C

 B
E

IS C
om

m
ittee R

eport , para118.

に
よ
れ
ば
、
現
在
、
女
性
の
取
締
役
職
を
占
め
る
割
合
はF

T
SE

100

社

に
お
い
て
、
二
六
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。See also F

R
C

, C
onsultation D

ocum
ent: G

ender D
iversity on B

oards (M
ay 2011).

（
56
）　

See, H
annigan, supra note 21, at p133.

（
57
）　

H
C

 B
E

IS C
om

m
ittee R

eport, para 122.

（
58
）　

See, H
am

pton-A
lexander R

eview
, Im

proving G
ender B

alance in F
T

SE
 Leadership

 (N
ovem

ber 2016) and second report (N
ovem

ber 2017).

（
59
）　

See, H
C

 B
E

IS C
om

m
ittee R

eport, paras 123,127.

（
60
）　

See, B
E

IS G
overnm

ent response, para 5.16.

（
61
）　

See, H
annigan, supra note 21, at p133.

（
62
）　

See, P
aker R

eview
 C

om
m

ittee, A
 R

eport into the E
thnic D

iversity of U
K

 B
oards (O

ctober 2017)

は
、
二
〇
一
六
年
の
最
初
の
諮
問
に
引
き
続
き
な
さ
れ

た
。H

C
 B

E
IS C

om
m

ittee R
eport, para

128

は
、
英
国
の
人
口
の
一
四
パ
ー
セ
ン
ト
が
非
白
人
の
グ
ル
ー
プ
の
出
身
で
あ
り
、
し
か
しF

T
SE

100

に
お
け
る
取
締



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
五
一
巻
　
　
第
三
・
四
号
（
二
〇
一
九
年
　
三
月
）

354355

役
職
に
は
わ
ず
か
八
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、
白
人
で
な
い
取
締
役
は
、
英
国
市
民
の
わ
ず
か
一
・
五
％
で
あ
る
。

（
63
）　

H
C

 B
E

IS C
om

m
ittee R

eport, para 132.

（
64
）　

See, H
annigan, supra note 21, at p133.

（
65
）　

H
C

 B
E

IS C
om

m
ittee R

eport, para
139.

（
66
）　

See, C
A

2006, s385,　

同
様
に
、quoted com

pany

に
つ
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
会
社
法
制
研
究
会
・
前
掲
注（
28
）二
七
一
頁
〔
中
村
信
男
〕
参
照
。

（
67
）　

See, H
annigan, supra note 21, at p134

に
よ
る
と
、(senior m

anager)(

上
級
管
理
職)

の
定
義
は
、
会
社
ご
と
に
異
な
っ
て
定
義
さ
れ
る
た
め
複
雑
で
あ
る
。

H
G

 B
E

IS C
om

m
ittee R

eport

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
の
報
告
時
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
質
に
関
す
る
評
価
プ
ロ
セ
ス
を
困
難
な
も
の
と
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、

同
報
告
は
、
政
府
は
ビ
ジ
ネ
ス
界
と
協
議
し
、
そ
の
定
義
を
、
執
行
委
員
会
や
各
会
社
の
そ
れ
に
相
当
す
る
も
の
か
ら
構
成
さ
れ
、
そ
れ
に
基
礎
を
置
く
よ
う
に
、
明

確
あ
る
い
は
補
足
追
加
す
る
べ
き
で
あ
る
と
す
るH

am
p

ton
-A

lexan
d

er

に
よ
る
勧
告
に
賛
同
す
る
。
こ
の
た
め
、F

R
C

は
二
〇
一
八
年
英
国
コ
ー
ド
に
お
い
て
コ
ー

ド
に
お
け
る
上
級
管
理
職
（senior m

anagem
ent

）
に
つ
い
て
、
会
社
秘
書
役
員
（com

pany secretary

）
を
含
む
執
行
委
員
会
あ
る
い
は
取
締
役
会
レ
ベ
ル
の
一

つ
下
の
層
の
管
理
職
と
す
る
べ
き
こ
と
を
定
義
し
て
い
る
（see C

G
C

 2018, p8. fn8.

）
。

（
68
）　

イ
ギ
リ
ス
会
社
法
制
研
究
会
・
前
掲
注（
28
）二
九
九
頁
〔
川
島
い
づ
み
〕
参
照
。

（
69
）　

See, H
annigan, supra note 21, at p134.

（
70
）　

B
aroness M

cG
regor-Sm

ith

に
よ
る
独
立
検
証
で
あ
るR

ace in the W
orkplace: T

he M
cG

regor-Sm
ith R

eview

は
、
職
場
の
黒
人
お
よ
び
少
数
民
族
（B

M
E

）

グ
ル
ー
プ
が
直
面
す
る
問
題
を
検
討
す
る(F

ebruary 2017).

（
71
）　

B
E

IS G
overnm

ent response, para 139.

（
72
）　

B
E

IS G
overnm

ent response, para 139.

（
73
）　

See, H
annigan, supra note 21, at p133.

（
74
）　

F
R

C
, G

uidance on R
isk M

anagem
ent, Internal C

ontrol and R
elated F

inancial and B
usiness R

eporting
 (Septem

ber 2014).

（
75
）　

こ
の
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
は
、F

R
C

指
針
を
考
慮
し
て
作
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、see, F

R
C

, G
uidance on R

isk M
anagem

ent, Internal C
ontrol and

 

R
elated F

inancial and B
usiness R

eporting
 (Septem

ber 2014), p24.

（
76
）　

See C
A

2006, ss 394, 396; SI 2008/409 Sch 1, paras 11-14; SI 2008/410, Sch 1, paras11-14. 

（
77
）　

See, H
annigan, supra note 21, at p135.



英
国
に
お
け
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
と
Ｃ
Ｇ
コ
ー
ド
の
改
訂

356357

（
78
）　

See F
R

C
, supra note 74, para25.

（
79
）　

See, H
annigan, supra note 21,. at p135.

（
80
）　

See, Sharm
an Inquiry, G

oing C
oncern and Liquidity R

isks: Lessons for C
om

panies and A
uditors (June 2012).

（
81
）　

See, F
R

C
, Im

plem
enting the R

ecom
m

endations of the Sharm
an P

anel (January 2013)

は
よ
り
早
い
時
期
のF

R
C

の
諮
問
で
あ
り
（
こ
れ
もSharm

an

に

よ
っ
て
な
さ
れ
た
）; see F

R
C

 E
ffective C

om
pany Stew

ardship, E
nhancing C

om
pany R

eporting and A
udit (January 2011),　

こ
れ
ら
の
要
件
の
改
革
に

つ
い
て
の
有
用
な
要
約
を
含
む
も
の
と
し
て
、see F

R
C

, supra note 74, paras 9-18.

（
82
）　

See, Sharm
an Inquiry, supra note 80, R

ecom
m

endations 

3 and 4, paras 109-137.

（
83
）　

See, F
R

C
, supra note 74, Section 6.

（
84
）　

See, F
R

C
, supra note 74, , A

ppendix B
, para 3; and see para

1

は
、
こ
の
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
に
お
い
て
取
締
役
が
選
択
し
た
合
理
的
期
間
を
超
え
て
会
社
の

長
期
間
の
実
行
可
能
性
を
表
明
す
る
趣
旨
で
あ
る
と
す
る
。

（
85
）　

See, F
R

C
, D

evelopm
ents in C

orporate G
overnance and Stew

ardship 2016
 (January 2017), p13

は
、
産
業
分
野
間
の
多
様
性
の
欠
如
が
（
三
分
の
二
の

会
社
が
三
年
を
選
択
し
て
い
る
）
驚
き
で
あ
る
と
し
て
、
個
々
の
会
社
は
何
故
そ
の
期
間
を
選
択
し
た
か
合
理
的
な
説
明
を
よ
り
明
確
に
明
ら
か
に
す
る
べ
き
で
あ
る

と
し
て
い
る
。

（
86
）　

See, F
R

C
, supra note

74, Section
5

に
お
い
て
、
こ
の
検
証
が
求
め
ら
れ
る
項
目
。

（
87
）　

See, H
annigan, supra note 21, at pp135-136.

（
88
）　

See, B
renda H

annigan, ‘E
m

pire-building: T
he R

ise of the A
udit C

om
m

ittee’ in Susan W
atson and P. M

. V
asudev (eds), Innovations in C

orporate 

G
overnance: G

lobal P
erspectives  (2017), pp 124-150.

（
89
）　

See, Sharm
an Inquiry, supra note 80, esp., R

ecom
m

endations
4 and 5.

（
90
）　

See, F
R

C
,supra note

81.

（
91
）　

ISA
 (U

K
) 260, ‘C

om
m

unication w
ith those charged w

ith governance’ (June 2016).

（
92
）　

ISA
 260, P

ara 16-1, see also ISA
 260, para A

7.

（
93
）　

も
し
会
計
監
査
役
が
継
続
企
業
の
推
定
の
利
用
が
不
適
切
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
同
監
査
人
は
助
言
的
な
意
見
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、S

ee IS
A

 

(U
K

) 570, G
oing C

oncern
 (June 2016), para 21.
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（
94
）　

ISA
 (U

K
) 570, G

oing C
oncern (June 2016), para18-2.

（
95
）　

See art 11, O
J L

158/77, 27.5.2014

は
、
一
六
項
目
に
わ
た
る
情
報
を
監
査
委
員
会
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。

（
96
）　

See, H
annigan, supra note 21, at p141.

（
97
）　

See, H
annigan, supra note 21, at p136.

（
98
）　

議
長
の
役
割
の
改
革
に
つ
い
て
は
、See, G

eoffrey O
w

en and Tom
 K

irchm
aier, ‘T

he C
hanging R

ole of the C
hair: Im

pact of C
orporate G

overnance 

R
eform

 in the U
K

 1995-2005’ (2008)
9 E

. B
. O

. R
. 187.

（
99
）　

See, H
annigan, supra note 21, at pp136-137.

（
100
）　

T
he F

R
C's G

uidance on B
oard E

ffectiveness(2011), p6

は
、
非
業
務
執
行
取
締
役
の
選
任
書
類
に
お
い
て
、
当
該
取
締
役
の
最
小
限
必
要
と
さ
れ
る
時
間
と

そ
の
者
が
そ
の
時
間
従
事
で
き
る
旨
の
確
認
を
求
め
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

（
101
）　

See, C
om

pany L
aw

 R
eview

, D
eveloping the F

ram
ew

ork
 (2000), para 3.148.

（
102
）　

See, H
annigan, supra note 21, at pp137-139.

（
103
）　

See, F
C

A
 L

isting R
ules, L

R
 9.8.6 (6); 9.8.7.

（
104
）　

S
ee, F

R
C

, D
evelopm

ents in C
orporate G

overnance and Stew
ardship 2016

（Jan
u

ary 2017, p
9

は
、F

T
S

E
350

の
九
〇
％
以
上
の
会
社
が
こ
れ
ら
の

provisions

の
す
べ
て
、
な
い
し
は
一
つ
な
い
し
二
つ
を
除
く
す
べ
て
を
遵
守
し
て
い
る
と
報
告
し
て
い
る
。

（
105
）　

See, F
C

A
 L

isting R
ules, L

R
 9.8.10(2).

（
106
）　

See, H
annigan, supra note 21, at p129.

（
107
）　

F
inancial Services and M

arkets A
ct 2000, s

96 (1)

に
よ
れ
ば
、
上
場
会
社
は
、L

isting R
ules

を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
同s

91 

(1)

は
、
ペ
ナ
ル
テ
ィ
ー
が
課
さ
れ
る
と
す
る
。

（
108
）　

F
R

C
, R

esponse to the E
uropean C

om
m

ission G
reen P

aper on the E
U

 C
orporate G

overnance F
ram

ew
ork

 (2011), p3.

（
109
）　

See, H
annigan, supra note 21, at p129.

（
110
）　

See, H
annigan, supra note 21, at p129.

（
111
）　

イ
ギ
リ
ス
会
社
法
制
研
究
会
・
前
掲
注（
28
）一
一
九
頁
〔
川
島
い
づ
み
〕
参
照
。

（
112
）　

See, F
R

C
 supra note 104, p11

に
お
い
て
、F

R
C

は
、
コ
ー
ド
に
基
づ
く
取
締
役
会
の
説
明
の
質
が
あ
ま
り
に
も
乏
し
く
、
よ
り
適
切
で
あ
る
説
明
と
は
、
個
々



英
国
に
お
け
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
と
Ｃ
Ｇ
コ
ー
ド
の
改
訂

358359

の
会
社
の
状
況
、
歴
史
的
背
景
、
追
加
の
リ
ス
ク
に
対
処
す
る
た
め
に
取
ら
れ
た
軽
減
す
る
た
め
の
行
動
の
内
容
に
関
す
る
情
報
が
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う

と
述
べ
て
い
る
。
会
社
が
逸
脱
し
て
い
るC

od
e p

rovision

の
精
神
に
矛
盾
し
な
い
代
替
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
会
社
が
い
か
に
と
る
の
か
を
説
明
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
と
す
る
。
同
様
に
ま
た
、T

he E
U

 Study on M
onitoring and E

nforcem
ent P

ractice in C
orporate G

overnance in the M
em

ber States (2009)

は
、
説
明

の
質
は
概
し
て
「
不
十
分
（`unsatisfactory'

）
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。See A
ndrew

 K
eay, ‘C

om
ply or E

xplain in C
orporate G

overnance C
odes: In 

N
eed of G

reater R
egulatory O

versight?’ (2014)
34 L

egal Studies 279.

（
113
）　

See, F
R

C
, C

G
C

 2018, p 2; see also F
R

C
, W

hat C
onstitutes an E

xplanation under C
om

ply-or-E
xplain? N

otes of D
iscussions (F

ebruary 2012). 

（
114
）　

See, F
R

C
, C

G
C

 2018, p2.

（
115
）　

See, C
om

m
ission R

ecom
m

endation of
9 A

pril 2014 on the quality of corporate governance reporting (`com
ply or explain'), 2014/208/E

U
, O

J L
 

109/43, 12.4.2104.

（
116
）　

See, C
om

pany L
aw

 R
eview

, F
inal R

eport, vol 1(2001), para 3.49; C
om

pleting the Structure (2000), para 12.50. 

政
府
は
、
統
合
規
範
が
制
定
法
で
な

い
文
書
と
し
て
維
持
す
べ
き
こ
と
に
賛
同
し
た
。See M

odernising C
om

pany Law
 (C

m
nd 5553-I, 2002), paras 5.7-5.16. 

ま
た
同
様
に
、W

alker, A
 R

eview
 

of C
orporate G

overnance in U
K

 B
anks and other F

inancial Industry E
ntities, F

inal R
ecom

m
endations (N

ovem
ber 2009), paras 1.15-1.21,2.4.2.23, 

A
nnex3, F

R
C

, R
eview

 of the E
ffectiveness of the C

om
bined C

ode: P
rogress R

eport and Second C
onsultation

 (July 2009), pp3-4, F
R

C

は
柔
軟
な
「
ソ

フ
ト
ロ
ー
」
ア
プ
ロ
ー
チ
を
上
場
会
社
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
標
準
を
生
じ
さ
せ
る
最
も
適
切
な
方
法
と
し
て
維
持
す
る
と
い
う
市
場
の
見
方
と
考
え
を
共

有
し
た
。

（
117
）　

See, H
annigan, supra note 21, at p 130.

（
118
）　

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
す
る
開
示
の
詳
細
に
つ
い
て
、
川
島
い
づ
み
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
と
イ
ギ
リ
ス
会
社
法
」
鳥
山
恭
一
＝
中
村

信
男
＝
高
田
晴
仁
編
『
現
代
商
事
法
の
諸
問
題
―
岸
田
雅
雄
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
―
』
二
五
八
頁
以
下
（
成
文
堂　

二
〇
一
六
年
）
参
照
。

（
119
）　

See, C
om

m
ission R

ecom
m

endation 2014/208/E
U

, O
J L

 109/43, 12.4.2014.

（
120
）　

See, H
annigan, supra note 21, at p 131.

（
121
）　

例
え
ば
、
取
締
役
会
の
構
成
に
お
い
て
、
従
業
員
参
加
を
含
め
た
多
様
性
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
取
締
役
会
に
競
争
的
利
害
を
生
じ
さ
せ
、
相
互
に
理
解
す

る
こ
と
が
困
難
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
た
が
、H

C
 B

E
IS

委
員
会
は
、
ま
さ
に
取
締
役
は
会
社
の
た
め
に
、
そ
の
よ
う
な
競
争
的
利
益
を
見
出

し
て
、
経
営
の
中
で
戦
略
を
構
築
す
る
べ
き
で
あ
り
、
相
互
に
理
解
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。See, H

C
 B

E
IS C

om
m

ittee R
eport, paras 131,132. 

取
締
役
の
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合
理
的
意
思
決
定
の
た
め
に
は
、
対
立
し
競
争
的
で
あ
る
利
益
に
つ
い
て
の
検
討
が
必
要
で
あ
り
、
取
締
役
会
構
成
の
多
様
性
を
必
要
と
す
る
英
国
の
改
革
の
動
き
は
、

今
後
の
取
締
役
会
の
構
成
を
考
え
て
い
く
上
で
、
注
目
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
122
）　

F
R

C
に
よ
る
独
立
し
た
検
証
と
し
て
、John K

ingnam

卿
に
よ
り
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
、Independent R

eview
 of the F

inancial R
eporting C

ouncil (2018)

参

照
、and see, https://w

w
w

.gov.uk/governm
ent/new

s/independent-review
-of-the-financial-reporting-council-frc-launches-report.

（
123
）　

ま
た
、
合
理
的
意
思
決
定
と
監
督
の
実
効
性
確
保
た
め
の
取
締
役
会
構
成
・
資
質
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
平
成
二
六
年
会
社
法
改
正
と
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン

ス
・
コ
ー
ド
に
お
け
る
社
外
取
締
役
―
業
務
執
行
者
に
対
す
る
取
締
役
会
に
よ
る
監
督
の
実
効
性
確
保
の
た
め
に
―
」
丸
山
秀
平
＝
中
島
弘
雅
＝
南
保
勝
美
＝
福
島
洋

尚
編
『
企
業
法
学
の
論
理
と
体
系
―
永
井
和
之
先
生
古
稀
記
念
論
集
』
四
八
頁
参
照
。

（
124
）　

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
遵
守
に
つ
い
て
、
取
締
役
の
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
に
よ
っ
て
、
そ
の
実
効
性
を
担
保
す
る
な
ら
ば
、
例
え
ば
、
会
社
法

上
は
事
業
報
告
の
記
載
事
項
と
し
て
、
政
策
的
に
広
げ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
今
回
の
会
社
法
制
（
企
業
統
治
等
関
係
）
の
見
直
し
に
関
す
る
要
綱
案
八
頁
（
４
）

情
報
開
示
の
充
実
と
し
て
、
会
社
役
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
公
開
会
社
に
お
け
る
事
業
報
告
に
よ
る
情
報
開
示
に
関
す
る
規
定
の
充
実
を
図
る
と
し

て
い
る
。
会
社
法
四
二
九
条
二
項
１
号
ロ
に
つ
い
て
、
「
計
算
書
類
及
び
事
業
報
告
」
な
ど
に
つ
い
て
、
各
種
報
告
書
へ
の
適
用
と
あ
わ
せ
て
、
積
極
的
に
「
虚
偽
」

の
記
載
を
す
る
だ
け
で
な
く
、
重
要
な
事
項
を
記
載
し
な
い
こ
と
、
ま
た
誤
解
を
生
じ
さ
せ
な
い
た
め
に
必
要
な
事
実
の
記
載
が
欠
け
て
い
る
場
合
つ
い
て
（
岩
原

紳
作
編
『
会
社
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
９
―
機
関
（
３
）
』
四
一
〇
頁
参
照
〔
吉
原
和
志
〕
二
〇
一
四
年
）
、
「
不
十
分
な
い
し
不
適
切
」
な
説
明
と
し
て
（see, M

or, 

supra note 8, F
igure1: C

om
ply-or-E

xplain versus C
om

ply-or-E
lse, at p35

）
、
責
任
を
負
う
こ
と
で
、
法
的
実
効
性
が
確
保
で
き
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
上
場

会
社
を
考
え
る
な
ら
ば
、
実
際
に
は
金
融
商
品
取
引
法
上
の
開
示
責
任
と
規
制
機
関
に
よ
る
行
政
的
な
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
、
ま
た
自
主
規
制
機
関
で
あ
る
上
場
規
程
に
よ

る
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
が
機
能
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
上
で
、
二
〇
〇
六
年
英
国
会
社
法
一
七
二
条
に
お
け
る
よ
う
な
取
締
役
の
義
務
を
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
定
め
る

べ
き
か
は
、
も
し
コ
ー
ド
へ
の
政
策
的
に
公
益
的
利
益
な
ど
の
導
入
の
明
確
な
根
拠
づ
け
と
し
て
、
必
要
と
さ
れ
る
な
ら
ば
検
討
が
必
要
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
、
議
論
が
俟
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
規
定
の
制
定
な
ど
が
な
い
と
し
て
も
、
会
社
の
社
会
的
実
在
と
し
て
の
社
会
的
役
割
に
つ
い

て
、
最
大
判
昭
和
四
五
年
六
月
二
四
日
民
集
二
四
巻
六
号
六
二
五
頁
も
既
に
一
つ
の
参
考
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
125
）　

法
政
策
で
あ
る
な
ら
ば
、
適
切
な
時
期
に
会
社
の
ど
の
よ
う
な
現
代
的
課
題
に
つ
い
て
対
応
し
て
い
く
か
、
な
ぜ
そ
れ
が
必
要
で
あ
る
の
か
の
抽
出
が
、
コ
ー
ド
の

策
定
者
に
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
の
策
定
に
お
い
て
は
、
会
社
法
の
原
則
に
適
合
さ
せ
る
調
整
規
定
と
し
て
、
英
国
会
社
法
一
七
二
条（
３
）な
ど
が
一
つ

の
参
考
に
な
る
の
で
な
い
だ
ろ
う
か
（
イ
ギ
リ
ス
会
社
法
制
研
究
会
・
前
掲
注（
28
）一
二
二
頁
〔
川
島
い
づ
み
〕
参
照
）
。
加
え
て
、
会
社
の
長
期
的
成
長
に
は
、
持

続
可
能
な
社
会
に
お
け
る
多
様
な
価
値
判
断
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
法
政
策
的
な
実
現
を
開
示
を
通
じ
て
実
現
し
て
い
く
と
す
る
な
ら
ば
、
非
財
務
情
報
を
含
む
実
務



英
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Ｃ
Ｇ
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的
に
さ
ま
ざ
ま
な
国
際
基
準
な
ど
で
会
社
ご
と
に
取
り
組
み
が
な
さ
れ
て
い
る
自
主
的
な
統
合
報
告
書
な
ど
と
の
調
整
や
そ
の
多
様
性
を
反
映
し
、
コ
ー
ド
策
定
お
よ

び
そ
の
実
効
性
あ
る
開
示
全
般
に
権
限
を
も
つ
よ
う
な
規
制
機
関
と
い
う
も
の
も
将
来
的
に
、
そ
の
必
要
性
に
つ
い
て
再
び
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な

い
。

（
126
）　

そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
す
る
と
、
今
回
の
会
社
法
制
の
見
直
し
の
プ
ロ
セ
ス
の
構
築
自
体
が
、
会
社
の
直
面
す
る
現
代
的
政
策
課
題
を
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン

ス
・
コ
ー
ド
と
い
う
ソ
フ
ト
ロ
ー
に
よ
っ
て
、
比
較
的
速
や
か
に
法
制
度
化
す
る
手
法
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
会
社
法
の
現
代
化
の
プ
ロ
セ
ス
と

し
て
効
果
的
に
機
能
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
会
社
法
と
い
う
立
法
そ
の
も
の
で
は
な
い
の
は
確
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
企
業
の
社
会
的
な
課
題
に
対
し
て
ソ
フ
ト
ロ
ー

に
よ
る
法
政
策
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
取
る
の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
よ
い
の
か
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
必
要
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
視
点
か

ら
、
野
田
博
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
に
よ
る
企
業
統
治
に
つ
い
て
の
一
考
察
―
制
定
法
と
コ
ー
ド
と
の
規
制
選
択
の
問
題
を
考
え
る
諸
観
点
」
德
本

＝
徐
＝
佐
藤
＝
田
中
＝
笠
原
編
・
前
掲
注（
10
）三
九
七
頁
以
下
参
照
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
こ
の
手
法
が
、
英
国
型
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
、
既
に
検
討
し
た
よ
う
に
英

国
に
お
い
て
な
お
採
ら
れ
続
け
る
の
は
、
こ
の
手
法
の
メ
リ
ッ
ト
に
よ
る
側
面
が
あ
る
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
特
徴
と
問
題
点
に
つ
い
て
、
川

島
・
前
掲
注（

118
）二
五
一
頁
以
下
参
照
を
踏
ま
え
て
、
さ
ら
に
考
え
て
い
く
必
要
あ
る
だ
ろ
う
。

（
127
）　

例
え
ば
、
わ
が
国
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
性
質
上
、
上
場
会
社
以
外
の
公
開
会
社
で
あ
る
大
会
社
、
さ
ら
に
は
非
公
開
会
社
で
あ
る
大
会
社
に

つ
い
て
、
規
制
機
関
な
ど
も
含
め
、
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
の
か
の
議
論
が
俟
た
れ
る
だ
ろ
う
。


